
井
上
毅
の
思
想
的
性
格
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桂
会
の
導
睾
分
に
糧
・
た
・
の
で
は
な
か
っ
た
…
を
・
論
述
痙
　
　
　
　
　
　
　
…

一
　
序
説
－
－
一
問
題
の
所
在

　
井
上
澱
は
明
治
憲
法
お
よ
び
教
育
勅
語
の
成
立
に
重
大
な
窃
与
を
な
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
明
治
国
家
に
お
け
る
根
本
的
な
法
お
よ
び
道
徳
の
重
要
な
形
成

漁
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
に
か
れ
の
思
想
酌
性
格
如
何
と
い
う
こ
と
は
、
明
治

憲
法
・
教
育
勅
語
の
性
格
お
よ
び
爾
者
の
関
連
性
を
論
ず
る
に
当
っ
て
、
き
わ
め

て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
か
れ
の
思
想
酌
性
格
に
つ
い
て
は
、
嘗
て
家
永
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

陣
士
が
元
田
永
孚
と
の
対
比
に
お
い
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
元
田
が

「
儒
教
の
歴
史
的
役
割
を
代
表
」
し
て
「
残
存
封
建
勢
力
の
た
め
に
、
資
本
主

義
産
業
社
会
を
地
盤
と
す
る
近
代
思
潮
に
対
し
、
撞
尾
の
抑
制
作
飛
を
演
」
じ
、

教
育
勅
議
に
お
い
て
か
れ
の
「
封
建
的
繍
教
主
義
偏
を
国
教
た
る
形
に
お
い
て

具
現
し
よ
う
と
意
図
し
た
の
に
反
し
て
、
井
上
は
門
近
代
的
綿
繰
主
義
（
勿
論
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大
き
な
飼
限
を
も
つ
て
い
る
が
と
の
立
場
に
立
っ
て
、
勅
語
の
成
立
に
参
加

し
、
元
田
の
意
図
を
「
骨
描
き
」
に
し
、
か
つ
「
内
か
ら
の
切
り
く
づ
し
」
に

成
功
し
た
。
そ
の
結
果
、
勅
語
の
性
格
は
「
儒
教
の
配
転
・
父
子
・
兄
弟
・
夫

婦
の
私
約
人
倫
道
徳
を
強
調
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
公
益
・
世
務
・
国
憲
・
國

法
等
の
社
会
道
徳
」
国
家
道
徳
に
一
屑
の
重
き
を
既
」
く
も
の
と
な
り
、
ま
た

「
憲
法
の
重
要
性
は
厳
然
と
嘗
…
明
さ
れ
」
　
「
国
憲
ヲ
重
」
ん
ず
る
こ
と
に
よ
っ

て
「
国
憲
（
す
な
わ
ち
帝
國
憲
法
を
撫
す
）
中
に
含
ま
れ
る
信
教
の
自
由
を
尊

重
す
る
こ
と
を
意
味
」
す
る
も
の
と
な
っ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
隙
士

は
井
上
の
山
嶺
有
朋
宛
書
翰
　
（
明
治
豊
町
年
六
月
二
〇
日
付
）
　
に
見
え
る
、

「
今
目
ノ
立
憲
政
体
ノ
主
．
義
二
従
ヘ
ハ
轡
平
野
臣
毘
ノ
心
ノ
自
由
二
干
渉
セ
ズ
」

以
下
七
項
隊
に
わ
た
る
勅
語
起
草
の
基
本
原
則
の
も
と
で
は
、
　
「
元
田
の
念
願

た
る
西
洋
文
化
排
斥
と
儒
教
尊
重
と
を
勅
語
の
交
響
に
盛
る
こ
と
が
、
こ
の
鉄

則
（
勅
語
起
草
の
蓋
本
原
期
を
諾
す
i
筆
毒
註
）
に
よ
り
置
く
緋
除
せ
ら
れ
る

の
は
当
然
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
理
解
の
仕
方
に
お
い
て
は
、
井
上
が
元
鋤
の
「
封
建
的
儒
教
主

義
」
な
い
し
「
西
洋
文
化
排
斥
と
儒
教
尊
重
扁
を
よ
く
超
克
し
た
か
の
印
象
を

抱
か
し
め
る
も
の
が
あ
る
。
も
と
よ
り
井
上
の
思
想
酌
性
格
は
元
田
の
「
封
建

的
儒
教
主
義
」
と
同
一
で
は
な
い
に
し
て
も
、
元
田
の
そ
れ
と
ど
れ
だ
け
の
内

容
的
な
へ
だ
た
り
が
あ
り
、
ま
た
元
鐵
を
超
え
た
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
に
超
え

る
も
の
が
あ
っ
た
か
ぶ
、
さ
ら
に
井
上
に
お
い
て
「
濡
教
腺
重
押
領
い
か
に
敢

扱
わ
れ
た
か
が
な
お
充
分
考
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
博
士
が

井
上
の
思
想
駒
性
格
を
「
、
近
代
的
立
憲
主
義
」
と
規
定
さ
れ
る
さ
い
に
、
注
意

深
く
付
記
さ
れ
た
門
勿
論
大
き
な
制
限
を
も
つ
て
は
い
る
が
漏
と
い
う
表
現
そ

の
も
の
が
も
つ
具
体
駒
内
容
が
明
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
第
一
の
問
題
点

は
こ
こ
に
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
避
止
が
当
該
論
文
で
示
さ
れ
た
明
治
憲
法
と
教
育
勅
語
と
の
異
っ

た
性
格
付
け
の
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
勅
譜
を
も
つ
て
保
守
反
動
酌
な
も

の
と
考
え
る
見
解
は
「
井
上
暫
次
郎
の
如
く
、
こ
の
勅
語
を
利
漏
し
て
キ
リ
ス

ト
教
．
の
排
斥
を
行
ふ
思
想
家
」
が
繊
た
た
め
に
、
　
「
漠
発
後
の
影
響
圏
瀾
の
泌

の
み
に
日
を
う
ば
は
れ
」
た
も
の
で
、
勅
語
本
来
の
思
想
史
的
由
来
を
正
し
く

理
解
し
た
も
の
で
は
な
く
、
も
と
も
と
勅
語
は
「
儒
教
的
西
洋
排
斥
思
潮
に
導

か
れ
つ
つ
」
も
「
か
か
る
反
動
的
立
場
を
脱
し
た
一
層
普
遍
的
な
訓
言
と
し
て

漢
発
せ
ら
れ
た
」
と
性
格
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
明
治
憲
法
は
、

「
自
由
畏
榛
の
思
潮
に
導
か
れ
つ
つ
、
実
は
こ
れ
を
抑
止
す
る
に
足
る
保
守
的

色
彩
を
豊
か
に
帯
び
て
（
中
略
）
制
定
せ
ら
れ
た
」
と
さ
れ
る
。
勅
語
と
憲
法
、

両
者
に
つ
い
て
の
表
現
に
若
干
の
一
＝
ア
ン
ス
の
相
異
が
感
ぜ
ら
れ
る
が
、
要

す
る
に
憲
法
の
鼠
害
反
動
性
が
濃
厚
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
勅
語
は
か
か
る
性

格
を
脱
し
、
　
「
信
教
の
自
由
の
尊
重
と
矛
盾
し
な
い
」
よ
う
な
普
遍
性
を
も
つ

も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
両
者
の
難
格
が
成
立
当
初
に
お
い
て
柑
異

る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
今
臼
通
常
と
ら
れ
て
い
る
兜
解
、
す
な
わ
ち
教
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脊
勅
語
は
明
治
憲
法
体
制
の
観
念
酌
支
柱
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
は
勅
語
の
普

及
過
程
に
お
い
て
；
「
厭
…
か
製
織
反
動
の
呉
に
供
せ
ら
れ
る
の
非
運
に
陥
つ

③た
」
1
こ
そ
妥
当
す
る
が
、
両
蒋
の
成
立
の
当
晦
に
お
け
る
相
互
の
内
容
酌

関
係
に
は
当
嵌
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
果
し
て
爾
者
の
成
立
に
必
然
的
・
性
格

酌
関
連
性
が
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
明
治
憲
法
が
敗
戦

に
伴
っ
て
崩
壊
す
る
に
お
よ
ん
で
、
　
教
育
勅
語
も
亦
廃
止
さ
れ
、
　
運
命
を
と

も
に
し
た
こ
と
か
ら
も
、
憲
法
と
勅
語
と
の
不
可
分
性
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
教
育
勅
語
が
明
治
憲
法
と
緊
密
な
関
連
性
を
も
つ
て
成

立
し
た
か
否
か
と
い
う
闘
題
に
つ
い
て
は
、
観
念
的
・
論
理
的
に
は
と
も
か
く

と
し
て
幅
從
来
歴
史
酌
・
具
体
的
に
十
分
解
明
さ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
点
を

明
か
に
す
る
こ
と
が
第
二
の
問
題
点
で
あ
る
．

　
こ
れ
ら
二
つ
の
問
題
を
明
か
に
す
る
た
め
に
は
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
井

上
毅
が
ど
の
よ
う
な
思
想
を
も
つ
て
い
た
か
、
ま
た
憲
法
と
勅
語
と
の
閾
係
を

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
霊
要
な
課
題
と
な
る
の
で
あ

る
。　

井
上
毅
の
憲
法
に
関
す
る
思
想
や
理
解
を
添
す
資
料
は
、
い
く
た
の
明
治
感

法
稠
定
炎
の
研
究
に
お
い
て
兇
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
か
れ
の
思
想
の
体

系
な
い
し
構
造
を
示
す
資
料
や
憲
法
と
勅
諮
と
の
成
立
を
統
一
的
に
理
解
す
る

上
で
の
重
要
な
資
料
は
こ
れ
ま
で
見
出
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
点

に
闘
す
る
資
糾
と
し
て
私
は
以
前
か
ら
井
上
毅
文
脅
（
現
在
は
国
学
院
大
自
蔵
）

の
う
ち
に
あ
る
「
儒
教
ヲ
存
ス
」
と
題
し
た
、
か
な
り
長
文
の
自
筆
草
稿
（
太

政
官
十
行
嬰
紙
を
使
用
）
に
注
目
し
て
い
た
が
、
最
近
大
阪
の
田
中
良
雄
氏
所

蔵
の
井
上
毅
の
池
辺
義
象
宛
書
翰
（
明
治
十
九
年
九
月
二
十
八
目
付
、
　
「
濡
教

を
存
す
扁
）
が
そ
れ
に
該
当
す
る
こ
と
が
判
明
し
、
年
代
・
性
質
な
ど
が
明
確

に
な
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
資
料
を
紹
介
し
て
若
干
の
解
説
を
試
み
、
つ
ぎ
に
当

該
資
料
に
見
え
る
か
れ
の
思
想
、
と
く
に
キ
リ
ス
ト
教
観
・
儒
教
観
に
ふ
れ
て
、

そ
の
思
想
の
構
造
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
説
明
し
、
さ
ら
に
二
・

三
の
資
料
を
援
二
七
て
、
そ
の
思
想
構
造
の
上
に
か
れ
が
明
治
憲
法
お
よ
び
牛

堀
勅
語
の
起
草
な
ら
び
に
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
考
え
を
有
し

て
い
た
か
を
明
か
に
し
、
上
に
述
べ
た
課
題
に
つ
い
て
の
考
察
に
及
び
た
い
と

思
う
。

二
　
「
儒
教
を
存
す
」
の
資
料
的
解
説

　
上
に
述
べ
た
如
く
、
井
上
毅
の
「
嬬
教
ヲ
存
ス
」
は
躯
め
て
重
要
な
歴
史
劇

意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
、
田
中
良
雄
氏
所
蔵
欝
翰
に
拠
っ
て

長
文
を
い
と
わ
ず
、
ま
ず
こ
れ
を
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
儒
教
を
存
す
　
　
　
　
　
　
　
井
上
　
毅

　
六
会
を
通
観
す
る
に
、
距
今
大
数
四
千
年
前
、
洪
篤
の
世
と
す
。
劇
中
、
山

　
を
負
ひ
海
に
臨
み
、
寒
暖
中
を
得
る
の
地
、
人
物
先
聖
押
す
。
討
て
入
交
先

　
開
け
、
首
と
し
て
神
隠
を
生
す
。
共
建
圏
尤
古
き
も
の
、
東
に
し
て
支
那
、

！08 （436）・
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繭
に
し
て
励
鋤
多
と
す
。
当
時
支
磯
の
開
化
、
洋
人
称
し
て
畿
界
の
最
先
と

す
。
其
二
典
の
書
を
、
宇
内
無
二
の
古
書
た
り
と
云
ふ
。
抑
支
那
二
日
多
、

東
西
に
並
立
ち
、
各
方
開
化
の
祖
た
り
。
然
る
に
、
物
の
一
長
一
短
あ
る
は
、

天
地
の
大
数
な
り
。
随
日
多
よ
り
希
騒
に
伝
へ
、
其
天
交
地
理
数
学
百
工
器

械
技
術
の
精
巧
な
る
事
、
支
那
の
努
漏
す
る
所
に
あ
ら
す
。
然
る
に
、
其
俗

　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
〔
リ
ン
エ
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

神
怪
を
貴
み
、
未
来
輪
廻
の
説
を
唱
へ
、
其
支
派
、
一
を
印
度
婆
羅
門
と
な
　
「

り
、
一
は
凱
懇
の
猶
太
と
な
り
、
其
後
敷
術
し
て
、
珊
蘇
教
と
な
り
、
欧
羅

巴
全
国
に
被
む
る
に
至
れ
り
。
支
那
の
百
科
、
唐
虞
の
時
に
著
る
と
難
と
も
、

夏
股
周
に
紙
へ
、
文
華
を
逐
て
、
実
綿
を
失
ひ
、
日
露
の
功
な
し
。
是
其
短

き
所
な
り
。
然
る
に
倫
理
名
教
の
事
に
至
ら
は
、
歴
代
網
伝
へ
、
孔
玩
識
綱

に
簗
て
、
共
大
海
を
集
め
、
其
道
自
然
に
瞬
き
、
人
為
を
仮
ら
す
、
平
帯
酌
に

し
て
、
隠
怪
な
ら
す
。
樵
情
を
論
し
て
、
万
物
我
れ
に
備
は
る
と
し
、
民
義

を
務
め
て
、
鬼
神
を
遠
さ
く
、
大
抵
千
古
不
朽
の
…
　
葭
た
り
。
是
其
長
ず
る
所

な
り
。
右
長
短
の
論
と
す
。
更
に
又
盛
衰
の
論
あ
り
。
支
那
の
衰
態
は
、
誠

に
論
ず
る
に
足
ら
す
。
二
千
年
前
、
宇
内
第
一
の
強
大
国
、
二
千
年
後
宇
内

第
一
の
弱
国
た
り
。
共
由
る
所
を
．
謝
る
に
、
畢
党
後
世
儒
教
変
し
て
、
文
字

癖
と
な
り
、
陳
編
に
沈
み
、
詞
章
に
泥
み
、
科
学
を
知
ら
す
、
実
業
を
忘
れ
、

学
春
盛
年
の
精
神
、
一
切
之
を
虚
文
に
用
ゐ
、
徒
に
人
を
愚
に
す
る
に
足
る

の
み
。
血
書
、
孝
経
、
書
の
古
文
、
易
の
十
翼
、
を
始
と
し
て
、
偽
托
甚
多
く
、

三
礼
は
繁
霜
露
拘
、
必
ず
盛
世
の
遺
物
に
あ
ら
す
。
象
焚
は
、
讃
緯
の
類
、

決
し
て
翻
雷
公
の
作
に
あ
ら
す
。
左
伝
、
神
語
不
経
、
恐
く
は
占
卜
家
の

手
に
威
る
、
後
世
伝
奇
小
説
の
類
な
る
の
み
。
然
る
に
三
教
相
伝
へ
て
、
金

玉
と
す
。
古
書
に
井
預
を
説
く
。
是
其
説
あ
り
と
難
乏
も
、
其
実
行
へ
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
マ
こ

さ
る
も
の
、
儒
潜
以
て
治
道
の
本
と
す
。
其
泥
古
無
識
な
る
大
抵
此
類
す
。

清
の
太
宗
の
、
明
人
に
書
を
与
へ
て
、
中
国
の
弱
き
は
、
皆
爾
魚
文
入
の
罪

と
云
へ
り
。
虚
言
に
非
さ
る
べ
し
。
西
洋
、
希
鵬
以
来
、
今
立
に
至
て
器
械

物
産
の
精
き
、
能
く
民
生
を
厚
し
、
無
用
を
利
し
、
富
て
悔
し
て
教
あ
り
。

加
ふ
る
に
、
其
人
、
勉
励
曹
思
に
堪
へ
、
百
科
の
学
術
、
轍
治
を
扶
け
て
文

明
に
濡
し
、
政
体
公
平
に
し
て
、
庸
虞
の
薦
む
と
し
て
未
満
は
さ
る
所
を
な

し
、
冨
強
の
実
、
仁
欝
の
術
、
開
心
以
来
の
盛
な
る
を
極
め
、
決
し
て
三
代

の
比
ふ
へ
き
に
あ
ら
す
。
是
二
方
盛
衰
の
跡
な
り
。
擁
々
盛
衰
の
跡
、
間
々

人
の
耳
聞
を
迷
は
し
む
る
に
足
る
、
耶
蘇
教
の
行
は
る
る
二
千
年
、
宇
内
十

分
の
八
は
、
共
紀
元
を
奉
ず
。
是
果
し
て
儒
教
に
勝
る
珊
あ
る
か
。
余
初
め

に
耶
蘇
教
の
論
、
深
遠
に
し
て
、
人
を
感
ず
る
に
足
る
と
思
へ
り
。
其
所
謂

無
口
な
る
も
の
を
読
み
、
耶
蘇
像
を
一
閲
す
る
に
及
ん
で
、
始
て
其
浅
近
に

し
て
取
る
に
足
ら
さ
る
を
知
る
。
是
認
知
兇
あ
る
も
の
、
一
心
瞭
然
た
る
べ

し
。
盤
耶
蘇
の
淵
源
は
、
猶
太
に
在
り
。
猶
太
は
随
日
多
に
出
つ
。
随
箆
多

人
始
て
霊
魂
不
死
、
輪
廻
再
生
、
天
堂
地
獄
死
後
の
賞
罰
を
輸
し
、
又
一
種

高
上
の
碧
あ
り
て
、
独
一
真
神
、
無
始
無
終
を
説
く
に
棄
て
は
、
幾
む
と
独

歩
の
卓
・
見
と
云
ふ
へ
し
。
是
乃
ち
猶
太
耶
蘇
嘱
喀
黙
一
二
教
の
祖
な
り
。
猶
太
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の
教
祖
盆
誘
な
る
も
の
は
、
非
常
の
姦
雄
な
り
。
始
め
猶
太
一
族
、
僻
囚
に

せ
ら
れ
て
、
距
目
多
に
在
り
。
玉
簾
に
至
り
て
、
暇
約
金
誉
を
著
し
、
開
禰

を
説
き
洪
水
を
説
き
、
亜
貌
刺
岬
の
神
約
を
説
て
、
大
取
一
部
の
砂
書
に
し

て
、
神
馬
を
重
り
て
、
以
て
其
四
目
多
を
離
れ
、
故
土
に
帰
り
、
敵
地
を
略

む
る
の
謀
を
成
す
に
過
ぎ
す
。
童
戯
多
を
云
ふ
事
を
忌
む
と
難
と
も
、
実
は

宝
田
多
教
を
潤
色
し
て
、
一
鱒
擬
誕
を
加
ふ
る
の
み
。
佗
の
発
腿
な
し
。
共

仁
慈
百
年
、
塾
徒
已
に
衰
て
、
耶
蘇
訟
麩
の
識
に
覆
し
、
猶
太
の
近
地
に
生

れ
、
夙
に
其
此
に
湛
み
、
又
其
弊
習
を
矯
め
、
更
に
　
機
軸
を
出
し
、
勇
往

猛
決
、
自
信
し
て
疑
は
す
、
兵
力
を
仮
ら
す
し
て
、
一
世
を
風
動
す
る
、
遙

に
孟
慰
の
上
に
鐵
つ
。
然
る
に
其
説
亦
天
神
を
仮
托
し
、
喫
驚
子
と
称
し
、

密
［
法
幻
術
を
行
ひ
、
未
来
の
賞
罰
を
冠
し
て
、
更
に
現
世
の
神
通
を
示
す
。

一
生
の
言
行
、
一
の
私
径
な
ら
さ
る
は
な
し
。
亦
鼠
茶
多
猶
太
の
余
燐
を
拾

ふ
に
過
さ
る
の
み
。
仮
令
果
し
て
勧
善
懲
悪
の
意
に
出
る
も
、
全
く
詐
を
設

け
て
入
を
迷
す
に
外
な
ら
す
。
凡
造
化
の
事
は
、
明
め
難
く
し
て
、
幽
冥
の

界
は
疑
ひ
易
し
。
鬼
神
に
談
ふ
て
、
冥
福
を
祈
る
は
、
人
情
の
常
な
り
。
姦

雄
機
に
投
し
て
迷
を
誘
く
身
繕
の
聴
、
草
怪
木
頭
、
砦
能
く
人
心
を
惑
は
せ

り
。
古
史
の
比
す
る
厨
、
万
国
皆
黙
り
。
独
一
真
神
の
説
は
、
人
の
意
表
に

撚
て
、
尤
も
人
心
を
帰
一
せ
し
む
る
に
足
る
。
然
る
に
君
長
を
二
尊
と
し
て
、

天
神
を
真
父
と
し
、
此
世
の
政
令
を
外
視
し
て
、
冥
府
の
賞
罰
を
閃
く
、
勧

化
を
忠
と
な
し
、
激
に
死
す
る
を
栄
と
す
。
灌
書
翰
ら
盟
ひ
、
動
も
す
れ
ば

政
．
臓
に
抵
抗
す
。
洋
史
の
載
す
る
所
、
十
字
軍
の
戦
、
新
限
三
十
年
の
争
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
写
・
〕

皆
人
を
殺
す
事
幾
千
万
、
其
他
、
羅
馬
法
王
の
専
載
裁
、
僧
門
の
横
暴
、
各

函
中
世
の
大
乱
、
大
楽
皆
教
旨
の
禍
、
其
惨
酷
な
る
事
、
実
に
洪
水
猛
獣
の

比
ふ
へ
き
に
あ
ら
す
。
洋
史
剛
黙
し
て
、
明
に
定
理
を
推
し
本
け
す
、
読
む

者
も
、
亦
識
眠
な
く
、
撃
て
共
説
の
猛
な
る
に
酔
ふ
て
、
其
流
伝
の
広
き
を

羨
む
に
聚
る
。
其
後
、
嘱
喰
豊
艶
加
撃
に
起
り
、
叉
漱
憲
耶
蘇
の
説
を
祖
と

し
、
専
ら
教
旨
を
以
て
兵
を
期
ゆ
る
の
機
械
と
し
、
策
西
二
万
余
里
を
侵
し

底
ひ
た
り
。
是
蓋
し
鳥
跡
の
通
患
、
独
り
耶
蘇
の
み
に
あ
ら
す
。
凡
そ
神
明

を
仮
り
、
人
馴
を
誘
ふ
も
の
、
流
伝
す
る
事
、
必
ず
易
し
。
而
し
て
其
害
は

血
を
流
す
に
至
る
。
夫
の
支
那
の
古
も
、
鬼
神
の
説
盛
に
行
は
れ
、
唐
漢
三

代
も
、
占
ト
を
以
て
政
事
に
用
み
た
り
。
孔
孟
に
至
て
、
始
て
鬼
神
を
遠
け

て
、
民
義
を
務
め
、
生
を
知
て
死
を
館
ら
す
、
其
影
響
酷
救
粟
、
一
遊
も
の

藍
鼠
な
く
一
点
の
禍
胎
な
し
。
輿
に
千
古
の
卓
見
と
云
ふ
へ
し
。
且
つ
随
日

多
以
来
、
印
度
欧
羅
巴
籍
所
謂
蕃
族
な
る
も
の
託
て
、
繊
家
離
族
、
天
人
の

間
に
農
り
、
専
ら
教
柄
を
握
る
。
是
神
姦
の
淵
藪
な
り
。
儒
数
に
て
は
、
政

教
一
致
、
賓
府
の
外
に
僧
府
な
し
。
余
字
内
の
轡
を
読
て
、
断
然
と
し
て
儒

教
を
以
て
蕉
大
呼
｝
と
す
。
大
要
門
内
の
教
、
二
派
あ
り
。
　
は
、
神
明
を

仮
る
岩
、
一
は
神
明
を
仮
ら
さ
る
も
の
、
籠
れ
天
下
の
道
理
は
窮
な
き
も
の

な
れ
は
、
儒
教
も
亦
必
す
尽
さ
さ
る
所
あ
り
。
倶
し
従
令
幾
千
年
後
、
聖
人

な
る
も
の
世
に
出
る
事
あ
り
て
、
漢
に
あ
ら
す
、
洋
に
あ
ら
す
、
自
然
に
原
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ぎ
て
、
教
を
立
て
な
は
、
必
ず
其
神
明
を
仮
ら
さ
る
も
の
に
罷
る
な
る
へ
し
。

是
閲
よ
り
一
時
の
盛
衰
を
以
て
論
し
難
し
。
天
地
の
大
数
を
云
へ
は
、
千
年

中
一
瞬
間
な
り
。
耶
蘇
教
の
盛
な
る
、
未
だ
止
む
期
あ
ら
す
。
我
思
ふ
、
今

後
数
蒼
年
間
、
儒
教
は
、
必
勝
減
し
て
、
絶
へ
さ
る
舞
茸
の
如
き
に
至
ら
む
。

是
亦
怪
む
に
足
ら
す
。
掬
西
洋
に
ヒ
ロ
ソ
ー
プ
と
称
す
る
一
種
の
理
学
者
あ

り
。
本
希
騒
に
出
て
、
申
比
教
門
と
合
し
、
千
七
百
年
代
の
始
よ
り
、
其
流

稽
盛
に
、
間
豪
傑
あ
り
て
、
異
常
の
説
を
唱
へ
、
教
門
の
非
を
駁
撃
τ
、
人

の
心
思
教
旨
の
為
に
束
縛
せ
ら
れ
、
天
然
の
自
由
を
失
ふ
事
を
重
き
、
終
に

無
神
の
説
を
罵
る
も
の
あ
る
に
至
る
。
我
又
思
ふ
、
従
令
幾
千
年
後
、
一
の

大
豪
傑
あ
り
。
彼
此
長
短
、
盛
衰
の
外
に
高
歩
し
、
千
古
の
迷
を
破
て
、
天

下
の
人
心
を
快
活
な
ら
し
む
る
事
あ
ら
む
鰍
、
今
或
儒
教
の
平
常
な
る
を
厭

い
、
一
種
激
に
適
ふ
の
神
教
を
造
作
し
て
、
以
て
斑
信
を
帰
一
せ
し
め
む
と

す
る
か
如
き
は
、
其
意
善
し
と
難
と
も
、
千
載
の
後
に
、
ヒ
ロ
ソ
ー
フ
家
の

為
に
笑
は
れ
む
の
み
。
恭
て
憔
ふ
に
、
我
前
王
、
人
に
取
て
善
を
な
し
、
公

道
に
本
つ
き
物
我
を
忘
れ
、
絢
治
子
有
識
、
求
道
干
六
経
編
雛
天
真
に
万

世
の
準
的
な
り
。
融
き
強
く
は
、
今
日
に
在
り
て
、
広
く
万
国
の
長
短
を
鑑

み
、
治
呉
、
民
法
、
農
工
、
百
毅
は
、
之
を
西
洋
に
取
り
、
支
那
の
衰
風
を

集
り
、
又
倫
理
名
籍
の
事
に
歴
て
は
、
断
然
天
下
に
布
き
示
し
、
古
典
麟
籍

を
以
て
父
と
し
、
儒
教
を
以
て
師
と
し
、
一
．
一
典
萬
貢
心
逸
如
上
大
雅
諸
篇
、

学
庸
論
孟
の
書
を
以
て
、
令
典
著
し
、
学
校
普
遠
の
教
と
し
て
、
以
て
百
撚

の
後
、
論
定
る
を
待
ち
給
は
む
事
を
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
マ
こ

世
に
孟
朝
を
繋
つ
も
の
あ
り
。
然
る
に
孟
春
の
性
情
の
論
ず
る
は
孔
子
に

．
勝
り
て
明
瞭
な
り
。
又
西
洋
自
主
権
利
貴
賎
平
均
の
説
は
、
嘗
て
其
書
中

　
に
見
へ
た
り
。
其
詳
な
る
事
は
略
之
。
或
は
経
義
の
読
み
難
き
を
以
て
、

翻
訳
し
て
蝕
に
行
は
む
と
す
る
あ
り
。
抑
其
他
の
漢
番
は
、
智
訳
し
て
用

ゆ
べ
し
。
経
義
に
至
て
は
、
＝
子
千
金
の
味
あ
り
。
之
を
語
訳
す
る
も
、

其
精
神
を
伝
ふ
る
に
足
ら
す
。
洋
書
中
に
て
マ
キ
シ
ム
雛
デ
ゥ
ィ
ス
醐
の

知
ぎ
に
鞭
て
は
、
其
訳
す
へ
か
ら
さ
る
を
以
て
、
闘
羅
創
希
懸
の
原
語
を

存
し
て
、
読
む
も
の
を
し
て
玩
味
せ
し
む
、
是
れ
と
岡
一
な
り
。
今
経
義

を
存
し
、
漢
字
漢
語
を
存
し
、
西
洋
羅
寓
の
例
の
如
し
。
其
他
詩
文
着
家

　
の
繁
多
な
る
も
の
を
除
く
べ
し
。
又
農
工
の
子
の
為
に
は
、
経
嚢
を
勘
上

し
て
、
國
文
を
以
て
、
平
易
の
小
学
書
を
作
り
、
普
通
初
歩
の
書
と
し
、

略
義
理
を
教
ふ
へ
し
。

　
右
害
翰
の
入
っ
た
封
筒
に
は
「
糀
町
七
丁
眩
二
十
井
上
毅
扁
、
　
「
本
郷
西
片

町
有
斐
学
校
、
池
辺
鴛
宛
」
と
書
き
記
さ
れ
、
麹
町
郵
便
局
の
消
印
（
一
九
・

九
・
二
八
）
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
す
で
に
述
べ
た
如
く
、
右
轡
翰
は
明
治
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
し
か
た

九
年
（
一
八
八
六
）
九
月
二
八
田
付
を
も
つ
て
井
上
毅
か
ら
池
辺
義
歯
宛
に
差

出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

　
池
辺
義
象
は
文
久
元
年
（
一
八
六
照
）
熊
本
藩
士
池
辺
軍
次
の
二
男
に
生
れ
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た
、
明
治
一
〇
年
西
醇
戦
争
に
あ
た
っ
て
父
兄
は
薩
麟
軍
に
味
方
し
た
が
、
義

象
は
戦
争
終
結
後
神
宮
教
院
（
神
宮
皇
学
館
前
身
）
に
学
び
、
の
ち
上
京
し
て

明
治
一
五
年
に
設
置
さ
れ
た
東
京
大
学
古
典
講
習
科
に
入
学
、
明
治
一
八
年
秋

小
中
村
雲
矩
の
養
子
と
な
り
（
明
治
三
〇
年
池
辺
に
復
姓
）
、
明
治
一
九
年
同

科
を
卒
業
し
た
。
明
治
二
〇
年
に
は
開
、
寝
撃
和
歌
改
良
論
』
を
解
し
て
明
治
の

新
し
い
国
文
学
運
動
の
先
駆
と
な
り
、
明
治
・
大
正
の
国
文
学
春
・
歌
入
と
し

て
有
名
を
馳
せ
、
大
正
一
二
年
（
一
九
二
三
）
六
〇
歳
で
残
し
た
。
そ
の
間
、

宮
内
省
図
雷
寮
・
第
一
高
等
学
校
・
女
子
高
等
師
範
学
校
に
奉
職
、
ま
た
帝
室

薄
物
館
鷹
史
部
員
・
史
料
編
纂
委
員
・
京
都
貫
高
大
学
講
師
・
御
歌
所
寄
人
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

臨
認
時
帝
索
序
曲
修
官
回
な
ど
を
歴
任
し
た
。

　
池
辺
と
井
上
と
の
交
渉
は
、
井
上
の
遺
稿
集
『
橿
陰
存
稿
』
巻
二
に
池
辺
が

書
き
添
え
た
言
文
に
よ
る
と
、
明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）
池
辺
が
未
だ
古
典

講
習
科
在
学
中
、
小
中
村
の
姓
を
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て

お
り
、
井
上
は
池
辺
に
対
し
て
歴
史
・
法
捌
の
学
に
専
念
す
べ
き
こ
と
を
説
諭

し
て
い
る
。
一
方
」
小
中
村
清
矩
と
井
上
と
の
交
渉
は
明
治
一
二
年
（
一
八
七

九
）
い
ら
い
の
こ
と
で
、
清
短
は
明
治
一
五
年
二
月
東
京
大
学
教
援
、
瞬
七
月

＾
滲
菓
院
編
酬
用
…
掛
熟
爪
落
馬
　
（
一
七
年
六
月
免
）
、
　
購
砿
桐
一
六
年
四
阿
月
宮
内
省
御
乱
川
掛

兼
軸
酬
（
岡
年
一
二
月
免
）
、
　
鍔
一
七
年
山
ハ
同
月
…
制
度
二
一
嗣
局
御
田
川
鑑
澗
兼
勤
酬
と
な
り
、

こ
の
間
憲
法
制
定
の
た
め
の
調
査
に
腐
心
し
つ
つ
あ
っ
た
井
上
（
明
治
～
㈱
年

一
〇
月
薫
臼
任
参
事
院
義
官
、
陶
一
七
年
八
月
二
七
霞
任
宮
内
省
図
警
察
図
書
燭

頭
）
の
た
め
に
わ
が
國
古
代
法
鋼
に
関
す
る
知
識
を
提
供
し
援
助
す
る
と
こ
ろ

　
　
　
⑤

が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
井
上
は
小
中
村
清
矩
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
か
ら
、

池
辺
が
清
矩
の
養
子
と
な
る
に
お
よ
ん
で
、
と
く
に
そ
の
勉
単
を
激
励
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
開
係
で
池
辺
は
明
治
一
九
年
夏
古
典
講
習
科
を
卒
業

す
る
と
、
直
ち
に
図
書
寮
属
官
と
し
て
図
書
頭
井
上
に
比
い
ら
れ
、
そ
の
秘
書

宮
と
も
い
う
べ
き
地
位
に
お
か
れ
た
。
池
辺
は
井
上
か
ら
憲
法
お
よ
び
皇
室
典

範
制
定
上
必
要
な
わ
が
国
の
典
故
の
調
査
を
命
ぜ
ら
れ
、
官
省
臨
闘
の
ほ
か
は
、

井
上
の
自
宅
に
こ
も
っ
て
そ
の
監
督
下
に
あ
り
、
井
上
が
推
敲
の
た
め
に
憲
法

草
案
を
携
え
て
旅
行
す
る
さ
い
に
も
同
行
し
た
。
池
辺
は
大
宝
今
な
ど
の
調
査

を
行
っ
て
弥
上
の
活
動
を
援
助
し
た
が
、
も
っ
と
も
注
冒
す
べ
き
も
の
は
「
し

ろ
し
め
す
」
　
「
う
し
は
く
」
の
二
句
の
論
調
を
井
上
に
語
っ
て
感
銘
を
与
え
た

こ
と
で
あ
る
。
喪
葬
、
井
上
の
も
っ
と
も
努
力
を
傾
注
し
た
点
は
日
本
の
国
体

を
い
か
に
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
酌
に
立
憲
化
・
規
範
化
す
る
か
と
い
う
こ
と
と
同

時
に
、
反
面
に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
酌
立
憲
化
・
規
範
化
の
う
ち
に
日
本
の
国

体
の
特
殊
性
を
鴫
確
に
し
、
天
皇
統
治
の
正
当
性
と
永
遠
性
と
を
閲
明
な
ら
し

め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
井
上
に
と
っ
て
池
辺
の
揖
摘
は
大
き
な
示

竣
を
与
え
た
も
の
で
、
本
居
宣
長
の
「
古
事
記
伝
扁
の
解
釈
に
従
っ
て
「
う
し

は
く
」
は
「
領
す
」
（
0
8
毛
》
、
）
を
意
味
し
、
「
土
豪
の
所
作
に
し
て
土
地
人
民

を
我
か
忍
産
と
し
て
取
入
れ
た
る
大
国
主
神
の
し
わ
ざ
」
で
あ
る
に
録
し
て
、

「
し
ろ
し
め
す
」
は
「
正
統
の
豊
孫
と
し
て
御
国
に
照
し
臨
み
玉
ふ
大
御
業
人
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井上毅の思想的澁格（梅渓）

で
あ
り
、
矯
本
の
「
掛
鯛
の
原
理
は
国
知
ら
す
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
と
井
上

は
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
御
濁
の
天
日
關
の
大
御
業
の
源
は
皇
祖
の
御
心
の
鏡

も
て
天
か
下
の
民
草
を
し
ろ
し
め
す
と
い
ふ
意
義
よ
り
成
立
た
る
も
の
な
り
。

か
か
れ
は
御
国
の
圏
家
成
立
の
原
理
は
暴
民
の
約
束
に
あ
ら
す
し
て
、
一
の
鴛

徳
な
り
。
国
家
の
始
は
君
徳
に
基
づ
く
と
い
ふ
ゴ
句
は
謄
本
國
家
学
の
開
巻
第

一
に
説
く
へ
き
定
論
に
こ
そ
あ
る
な
れ
」
と
ま
で
井
上
は
強
調
し
た
。
こ
の
点

は
明
治
憲
法
の
基
本
酌
性
格
を
論
ず
る
場
会
に
看
過
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
、
井

上
に
と
っ
て
「
国
体
」
と
は
単
な
る
「
閣
家
形
態
㎏
。
・
叶
雪
ジ
8
村
諺
で
は
な
く
、

「
歴
史
的
国
体
」
｝
凱
。
・
ぎ
鉱
。
。
o
げ
。
。
・
貯
簿
。
。
8
同
ヨ
で
あ
り
、
　
「
認
ふ
べ
か
ら
ざ
る

の
明
文
（
い
わ
ゆ
る
建
麟
の
神
勅
を
さ
す
i
筆
巻
註
）
拝
に
事
実
に
し
て
又
二

千
五
百
年
来
の
歴
史
上
の
結
果
に
饗
す
る
も
他
の
国
と
全
く
雲
泥
の
違
ひ
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
④

は
誰
人
も
否
み
得
さ
る
」
わ
が
国
勝
論
の
「
国
家
形
態
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
井
上
の
認
識
を
形
成
す
る
端
緒
を
な
し
た
点
で
、
池
辺
の
存
在
は
憲
法
制

定
史
上
ロ
エ
ス
レ
ル
の
役
割
と
は
臥
梁
的
で
あ
る
に
し
て
も
忘
却
で
き
な
い
も

の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
述
べ
た
如
く
、
井
上
は
池
辺
を
深
く
信
頼
し
、
両
者
の
関
係
は
極
め
て

密
接
な
も
の
が
あ
っ
た
。
井
上
か
ら
「
儒
教
を
存
す
」
が
池
辺
（
小
中
村
義
象
）

に
送
ら
れ
た
明
治
一
九
年
九
月
に
は
、
養
父
小
中
村
清
矩
（
こ
れ
よ
り
先
、
同

年
三
月
法
科
大
学
教
授
・
岡
四
月
文
科
大
学
教
授
に
転
任
と
な
る
）
は
文
部
．
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

よ
り
中
学
校
用
和
文
教
科
書
編
纂
委
員
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
明
治
一
九
年
（
一
八

八
六
）
は
わ
が
瞬
の
教
科
書
の
歴
史
の
上
で
は
検
定
制
度
（
蹴
月
制
定
）
が
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
注
巨
す
べ
き
年
で
あ
り
、
初
代
文
網
森
有
礼
の
一
連
の

文
教
政
策
の
「
改
革
中
豊
も
意
を
驚
い
た
の
は
教
科
瀞
の
糊
度
で
あ
っ
た
」
と

　
　
　
　
　
⑧

い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
斗
星
、
森
文
栢
は
徳
育
の
混
乱
を
是
正
す
る
た
め
教
育

方
針
を
国
家
主
義
な
い
し
轡
屋
主
義
に
お
ぎ
、
翌
明
治
二
〇
勢
い
わ
ゆ
る
「
森

有
礼
教
育
意
見
書
」
を
認
め
、
そ
の
主
義
を
明
か
に
し
た
。
し
か
し
こ
の
意
見

書
は
実
は
井
上
毅
が
「
相
談
に
与
て
森
子
の
為
に
起
草
し
た
扁
も
の
で
あ
っ
た
。

単
文
獺
が
購
殺
さ
れ
た
後
、
井
上
は
故
森
文
相
の
教
育
主
義
を
弁
明
し
、
そ
の

「
意
見
書
の
主
意
は
概
略
を
串
せ
は
国
体
教
育
の
主
義
て
あ
る
扁
と
述
べ
、
語

を
つ
づ
け
て
、

　
　
抑
々
教
育
と
云
ふ
こ
と
は
教
科
書
の
材
料
を
並
へ
て
事
物
を
知
ら
す
る
と

　
云
ふ
こ
と
に
止
ま
ら
な
い
。
一
般
漁
民
の
心
を
確
め
絃
…
神
上
の
方
向
を
指
示

　
し
、
一
の
重
点
に
帰
製
せ
し
む
る
こ
と
か
最
重
要
な
る
こ
と
て
あ
る
。
此
事

　
は
甚
困
難
の
事
業
で
あ
る
。
支
那
の
二
千
年
前
に
行
は
れ
た
る
所
の
周
の
教

　
育
も
今
日
の
世
の
中
に
於
て
は
其
儘
に
用
ひ
ら
れ
な
い
。
又
欧
羅
巴
に
は
宗

　
旨
が
あ
っ
て
少
年
の
精
神
を
確
む
る
故
に
其
結
果
を
得
て
居
る
か
、
併
し
な

　
か
ら
是
は
御
圏
に
於
て
採
る
へ
き
こ
と
て
な
い
。
御
園
の
教
育
の
結
果
を
し

　
て
人
心
帰
一
な
ら
し
む
る
こ
と
眺
望
難
を
感
ず
る
こ
と
な
り
。
幸
に
し
て
我

　
国
に
は
万
全
に
類
な
い
所
の
優
美
な
る
国
産
か
あ
る
。
そ
は
何
ぞ
と
い
ふ
に

　
外
て
な
い
。
即
ち
御
国
の
国
体
、
万
世
一
系
の
一
事
で
あ
る
。
此
一
事
よ
り
．
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外
に
教
育
の
基
と
す
へ
き
も
の
は
な
い
。
前
駆
の
人
民
た
る
も
の
は
、
遠
ひ

　
祖
先
よ
り
子
孫
の
末
に
至
る
ま
て
、
千
代
に
八
千
代
に
御
鋼
の
国
土
の
あ
ら

　
ん
限
、
万
世
一
系
の
天
子
に
侍
つ
き
泰
て
居
る
と
い
ふ
こ
と
は
実
に
昏
鐘
に

　
比
類
の
な
い
こ
と
て
、
御
器
に
限
っ
て
難
有
国
体
て
あ
る
。
此
剛
の
成
立
を

　
以
て
教
の
基
礎
に
す
る
こ
と
か
教
育
上
第
一
の
主
義
と
す
へ
き
こ
と
て
あ
る
。

　
之
を
棄
て
他
に
依
る
へ
き
も
の
は
な
い
と
い
ふ
か
森
子
の
第
一
の
意
見
て
あ

　
つ
た
。

　
　
　
　
　
⑨

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
井
上
の
弁
明
は
森
文
相
の
教
育
主
義
と
し
て
述
べ
ら
れ

て
は
い
る
が
、
む
し
ろ
自
己
の
教
育
主
義
を
關
明
し
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ

り
、
井
上
が
明
治
憲
法
・
皇
室
典
範
の
起
草
が
次
第
に
完
成
に
近
づ
く
に
つ
れ

て
、
教
育
面
に
お
い
て
「
閏
体
」
を
具
体
化
す
べ
く
強
い
関
心
を
も
ち
、
森
文

絹
の
背
後
に
あ
っ
て
無
体
主
義
教
育
の
確
立
に
努
力
を
傾
け
て
い
た
こ
と
が
推

察
さ
れ
る
。
こ
れ
は
．
井
上
と
来
る
べ
き
教
育
勅
語
と
の
関
係
を
予
告
す
る
と
奪

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
森
下
稲
は
上
述
の
如
く
教
科
書
制
度
に
留
意
し
、
　
「
文

部
省
の
編
輯
局
を
改
革
し
て
伊
沢
修
二
氏
を
局
長
と
し
、
文
部
省
に
於
て
自
ら

森
予
は
修
身
書
の
纂
に
も
熱
中
し
、
自
ら
某
々
二
氏
を
指
図
し
て
不
偏
不
党
の

修
身
教
科
書
を
公
に
し
た
が
、
共
の
後
闘
も
な
く
教
育
勅
語
が
発
布
に
な
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
で
、
此
の
書
は
広
く
行
は
る
る
に
釜
ら
な
か
っ
た
」
と
い
わ
れ
る
。
こ
こ
に

い
う
「
某
々
二
氏
」
が
小
中
村
清
矩
お
よ
び
池
辺
（
小
中
村
）
義
象
を
指
す
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

否
か
は
今
後
の
検
討
に
倹
つ
べ
き
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
池
辺
は
中
学
校
用
無

文
教
科
書
縮
纂
委
員
に
任
命
さ
れ
た
養
父
を
助
け
た
か
、
あ
る
い
ば
み
ず
か
ら

委
貴
ど
な
り
小
学
校
用
の
和
文
教
科
書
の
編
纂
に
従
事
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
井
上
は
森
文
相
の
修
身
書
編
纂
に
関
し
て
も
背
後
で
画
策
し
た
と
推
察
さ

れ
、
徳
育
に
関
す
る
宿
己
の
所
儒
と
教
科
書
編
纂
の
基
調
を
池
辺
に
伝
達
し
た

も
の
が
上
掲
の
欝
気
「
儒
教
を
存
す
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三
　
　
「
儒
教
を
存
す
」
に
見
え
る
井
上
毅
の
思
想

　
さ
て
以
上
に
お
い
て
「
嬬
教
を
存
す
」
が
起
草
・
送
付
さ
れ
る
に
至
っ
た
歴

史
的
背
景
を
述
べ
た
が
、
当
該
書
翰
に
叙
べ
ら
れ
て
い
る
見
解
は
、
い
ず
れ
も

か
れ
の
『
悟
陰
風
向
』
巻
二
に
収
め
ら
れ
た
、
　
「
世
道
語
漏
　
「
孟
輯
論
」
　
「
下

草
ハ
大
人
気
宋
学
書
」
　
「
非
易
」
　
「
康
灘
…
川
枇
政
」
　
「
嘱
吟
［
黙
伝
」
・
な
ど
に
見
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
論
文
を
綜
合
し
て
自
家
の
思
想
を
統
一
駒
に
展

開
し
た
も
の
が
当
該
書
翰
の
金
切
で
あ
る
が
、
そ
の
冒
頭
部
分
は
殆
ん
ど
門
世

道
論
」
と
大
同
小
異
で
、
こ
の
「
世
道
論
」
の
う
ち
に
井
上
の
思
想
は
集
約
さ

れ
て
い
る
と
云
っ
て
よ
い
。
「
世
道
論
」
に
お
い
て
井
上
は
「
余
平
心
以
読
二
宇

宙
之
君
【
其
於
晶
形
瓢
賠
上
「
藩
蓋
簑
亀
儒
教
「
為
畠
蕉
大
｝
焉
、
藁
箒
山
宿
引
下
以
昌
盛
衰

之
跡
一
論
凸
純
乎
哉
、
作
二
世
道
論
詰
と
結
ん
で
い
る
が
、
こ
の
か
れ
の
思
想
が

書
翰
に
お
い
て
「
儒
教
を
存
す
」
ど
題
せ
し
め
た
も
の
で
あ
る
。
　
「
盃
暴
論
」

以
下
の
境
論
の
成
稿
年
月
が
不
詳
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
「
世
道
論
」

は
賊
文
を
伴
い
、
　
「
光
緒
十
一
年
乙
酉
七
月
呉
大
毒
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
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れ
は
明
治
十
八
年
七
月
に
相
当
し
、
ほ
ぼ
そ
の
成
稿
の
晴
期
を
推
す
こ
と
が
で

き
る
。
な
お
こ
の
論
に
つ
い
て
付
記
す
べ
き
は
、
呉
産
徴
の
該
文
中
に
「
上
下

五
千
年
、
縦
横
数
遺
詠
、
非
下
博
昌
覧
高
針
翻
洞
中
観
世
儲
口
、
不
レ
藁
屑
以
並
巾
治
乱
輿

衰
之
故
上
、
而
大
旨
帰
レ
於
遡
求
＝
実
是
ハ
不
仁
務
＝
空
諏
4
此
万
右
不
易
之
理
、
踊
壷

皿
、
欧
羅
巴
、
亜
非
利
加
四
大
洲
部
所
レ
醐
也
、
武
備
以
　
文
教
一
為
レ
本
、
訓
練

不
レ
精
、
交
臣
不
レ
能
レ
辞
繍
其
謝
り
発
憤
為
レ
雄
、
何
図
不
レ
遂
、
量
可
レ
委
二
之
書

生
不
饗
知
レ
身
魂
、
遍
覧
‘
猶
太
埃
及
之
書
↓
響
応
知
＝
餐
教
之
深
塗
布
布
救
粟
、

帰
…
　
功
於
＝
孔
氏
一
云
々
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
文
は
よ
く
「
世
道
論
」

一
篇
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
　
「
文
臣
」
と
は
井
上
毅
そ
の
人
を

撫
す
と
も
考
え
ら
れ
、
か
れ
が
こ
の
論
を
な
す
に
至
っ
た
の
は
各
国
盛
衰
の
歴

史
に
鏡
み
て
、
わ
が
圓
も
兵
備
の
充
実
を
必
要
と
し
、
そ
の
根
底
に
文
教
す
な

わ
ち
教
育
の
重
要
性
を
考
え
、
儒
…
教
を
も
つ
て
国
民
思
想
を
統
一
せ
ん
と
し
た

こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
か
れ
が
兵
備

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
教
脊
と
の
関
係
を
重
視
し
た
こ
と
は
、
か
つ
て
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。

　
さ
て
「
儒
教
を
存
す
」
の
存
在
に
よ
っ
て
井
上
の
思
想
の
重
要
な
策
一
の
性

絡
が
儒
教
主
義
に
あ
っ
た
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
。
し
か
も
か
れ
が
「
儒
教
を
以

て
正
大
第
一
」
と
す
る
と
と
も
に
、
　
「
儒
教
に
て
は
政
教
一
致
、
官
府
の
外
に

僧
府
な
し
」
と
述
べ
て
い
る
点
が
注
昌
さ
れ
る
。
元
田
永
孚
が
儒
教
主
義
の
立

揚
を
固
守
し
、
政
教
一
致
を
唱
え
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
従
っ
て
儒

教
主
義
と
い
う
点
に
お
い
て
井
上
と
元
園
と
は
道
徳
思
想
麟
に
共
靭
性
な
有
し
、

元
田
が
井
上
に
親
近
性
を
感
じ
、
井
上
も
ま
た
、
教
育
勅
語
の
起
草
に
あ
た
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
元
田
に
協
力
を
求
め
た
所
以
で
あ
る
。
し
か
し
両
者
が
等
し
く
儒
教
主
義
に

立
ち
な
が
ら
、
な
お
乱
声
る
点
は
「
政
教
一
致
」
の
性
格
に
存
す
る
と
い
え
る
。

す
な
わ
ち
元
田
に
お
け
る
「
政
教
一
致
漏
は
王
道
論
的
立
場
に
お
け
る
政
教
の

未
分
離
性
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
井
上
は
近
代
国
家
に
お
け
る
法
治
主
義
の
理

解
の
上
に
立
っ
て
、
一
旦
政
治
（
法
）
と
宗
教
（
わ
が
照
で
は
道
徳
）
を
離
し

て
考
え
、
し
か
も
な
お
〃
離
し
て
却
っ
て
結
ぶ
”
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
儒
…

教
の
政
教
一
致
性
を
採
吊
し
て
い
る
。
こ
の
事
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
井
上
が

キ
リ
ス
ト
教
を
排
撃
す
る
場
含
に
、
そ
の
緋
撃
の
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
ヨ
…

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
国
家
（
政
治
）
と
宗
教
と
の
対
立
の
激
し
さ
を
強
調
す
る
の

に
対
し
て
、
儒
教
の
場
合
に
は
「
宮
府
の
外
に
僧
府
な
偏
ぎ
こ
と
を
挙
げ
て
、

そ
の
「
政
教
一
致
亀
卜
を
高
く
評
価
し
た
こ
と
に
窺
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
元
繊

に
お
い
て
は
徳
治
主
義
以
外
の
政
治
は
考
え
ら
れ
ず
、
天
皇
に
よ
る
王
道
論
的

な
道
徳
政
治
が
行
わ
れ
る
限
り
一
般
人
心
の
絶
対
曲
な
服
従
が
お
の
ず
か
ら
生

ず
る
と
い
う
政
治
に
対
す
る
楽
観
主
義
が
存
在
し
た
の
に
対
し
て
、
井
上
に
お

い
て
は
纈
洋
近
代
国
家
に
お
け
る
政
治
の
実
状
に
通
暁
し
て
い
た
だ
け
に
、
か

か
る
楽
観
主
義
は
な
く
、
悶
家
権
力
を
背
後
に
も
つ
法
の
支
配
を
考
え
て
い
た

か
ら
、
政
治
と
は
法
治
主
義
の
政
治
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
従
っ
て
井
上
に

お
け
る
儒
教
主
義
は
か
か
る
権
力
な
い
し
法
の
正
統
性
を
基
礎
付
け
、
維
持
す

る
た
め
に
熱
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
撫
塾
す
れ
ば
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儒
教
遣
徳
は
元
田
に
お
い
て
は
政
治
の
精
神
で
あ
り
罎
的
で
あ
っ
た
に
対
し
て
、

井
上
に
お
い
て
は
政
治
の
付
加
物
で
あ
り
手
段
で
あ
り
、
わ
が
岡
に
お
け
る
法

治
主
義
の
た
め
の
道
徳
で
あ
っ
た
。
こ
の
最
後
の
点
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
明

治
憲
法
と
教
育
勅
語
と
の
関
係
を
述
べ
る
場
合
に
よ
り
明
瞭
に
示
さ
れ
る
で
あ

ろ
．
う
。

　
こ
の
よ
う
な
両
潜
の
異
同
の
上
に
立
っ
て
、
元
田
の
思
想
を
「
封
建
的
儒
教

主
義
扁
と
よ
ぶ
な
ら
ば
、
井
上
の
思
想
は
門
近
代
的
儒
教
主
義
」
と
よ
ぼ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
前
者
が
衰
退
し
て
行
こ
う
と
す
る
も
の
を
衰
退
せ
し
め
な
い
よ

う
に
努
め
る
消
極
性
を
も
つ
の
に
対
し
て
、
後
者
は
進
ん
で
国
家
支
配
の
保

護
・
拡
張
の
た
め
に
役
立
て
よ
う
と
す
る
覆
極
性
を
有
し
て
い
る
。
つ
ぎ
に
井

上
の
第
二
の
思
想
的
特
長
に
進
も
う
。

　
「
儒
教
を
存
す
」
に
お
い
て
第
二
に
注
隈
さ
れ
る
の
は
極
め
て
強
い
キ
リ
ス
ト

教
に
対
す
る
排
斥
「
の
態
度
で
あ
る
。
井
上
が
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
早
く
か
ら

関
心
を
抱
い
た
こ
と
は
、
か
れ
が
幕
末
、
肥
後
藩
時
習
詩
韻
寮
生
時
代
に
沼
山

津
に
横
井
小
楠
を
訪
れ
問
答
し
た
こ
と
を
み
ず
か
ら
筆
記
し
た
「
沼
山
対
話
」
に

　
　
　
　
　
　
　
⑰

窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
対
話
に
お
い
て
、
井
上
が
仏
教
と
耶
蘇
と
は
い
ず

れ
が
害
が
あ
る
か
と
問
う
た
の
に
対
し
て
、
小
楠
は
仏
教
は
倫
理
を
廃
す
が
耶

蘇
は
倫
理
を
立
て
る
点
で
仏
教
の
害
の
甚
し
い
こ
と
を
説
き
、
耶
蘇
教
そ
の
も

の
を
必
し
も
排
斥
し
て
い
な
い
。
た
だ
小
楠
が
憂
え
た
と
こ
ろ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
い
て
宗
旨
の
争
か
ら
大
乱
が
発
生
し
て
い
る
億
載
か
ら
仏
教
が
長
い
歴

史
を
も
つ
て
深
く
浸
本
人
の
人
心
に
染
み
込
ん
で
い
る
か
ら
、
も
し
も
耶
蘇
教

が
日
本
に
入
り
込
め
ば
、
忽
ち
仏
教
と
の
聞
で
宗
教
的
離
岩
を
生
じ
不
慮
の
変

が
生
ず
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
を
教
え
ら
れ
て
井

上
は
耶
蘇
の
浸
入
を
防
ぐ
方
法
を
訊
ね
、
小
楠
が
只
言
を
正
し
て
民
心
を
堅
く

し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
と
答
え
た
の
に
対
し
て
、
か
れ
は
満
足
せ
ず
道
は
必
ず
一

に
帰
す
る
訳
柄
で
あ
る
か
ら
、
黒
帯
が
接
触
す
れ
ば
彼
が
我
に
化
す
か
、
さ
も

な
く
ば
我
が
彼
に
変
ず
る
か
い
ず
れ
か
で
あ
り
、
必
ず
伝
染
す
る
の
は
自
然
の

勢
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
こ
う
し
た
対
話
を
通
じ
て
井
上
は
政
治
と
宗
教
と

の
関
係
に
つ
い
て
思
索
を
深
め
る
端
緒
を
得
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
態
度

を
確
定
す
る
た
め
に
研
究
を
は
じ
め
る
に
簗
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
過
程

で
聖
害
を
読
み
躯
蘇
縁
を
一
閲
し
、
儒
教
と
比
べ
て
、
そ
の
説
く
と
こ
ろ
が
浅

近
に
し
て
神
怪
で
あ
る
と
感
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
井
上
の
感
じ
方
は
す
で

に
述
べ
た
よ
う
な
儒
教
に
対
す
る
絶
対
的
な
信
奉
態
度
か
ら
し
て
当
然
の
帰
結

で
あ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
儒
教
は
倫
理
説
な
い
し
政
治
思
想
で
あ
っ
て
宗
教
で

　
　
⑬

は
な
い
。
従
っ
て
井
上
が
怪
力
乱
神
を
語
ら
ず
現
世
的
道
徳
を
主
と
す
る
儒
教

酌
立
場
に
立
つ
限
り
、
現
実
世
界
に
お
け
る
人
と
人
と
の
間
の
倫
理
が
最
大
関

心
事
で
、
宗
教
の
ご
と
き
は
求
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
神
と

人
と
の
間
の
紐
帯
な
い
し
彼
岸
の
世
界
に
お
け
る
個
人
の
魂
の
救
済
を
説
く
キ

リ
ス
ト
教
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
当
然
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

こ
で
井
上
の
強
い
キ
リ
ス
ト
教
撰
斥
の
態
度
を
形
成
す
る
上
で
、
安
井
息
軒
の
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井上毅の思想的性格（梅濃）

思
想
駒
影
響
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
息
軒
は
明
治
六
年
2

八
七
三
）
五
月
、
　
尊
”
弁
妄
」
と
題
す
る
小
冊
予
を
出
版
し
た
。
こ
れ
は
明
治
初

年
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
排
斥
の
鹸
も
代
表
的
な
も
の
の
一
つ
で
、
旧
約
聖
書

の
記
述
・
キ
嬰
ス
ト
の
言
行
な
ど
を
儒
教
的
立
場
か
ら
徹
底
的
に
論
難
し
た
も

の
で
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
、
こ
れ
程
の
挑
承
論
を
書
い
た
人
は
前
後
に
な
い

　
　
　
　
　
　
⑭

と
言
わ
れ
て
い
る
。
井
上
は
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
横
浜
に
行
き
フ
ラ
ン
ス

学
を
修
め
、
つ
づ
い
て
同
年
一
二
月
か
ら
翌
慶
応
四
年
に
か
け
て
、
お
よ
そ
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

か
月
の
短
期
間
な
が
ら
患
軒
の
三
計
塾
に
学
ん
で
い
る
。
　
凹
．
弁
妄
』
は
そ
の
時

期
よ
り
遅
れ
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
修
学
当
時
の
息
軒
の
思
想
な
い
し

『
弁
妄
』
が
井
上
の
思
想
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
井
上
が
キ
リ
ス
ト
教
を
排
斥
す
る
理
由
と
し
て
そ
の
所
説
が
浅
近
・
神
径

で
あ
る
こ
と
の
ほ
か
に
、
　
「
君
父
を
仮
尊
と
し
て
天
神
を
真
父
と
し
、
現
世
の

政
令
を
外
隠
し
て
、
冥
階
の
賞
罰
を
暴
く
。
勧
化
を
忠
と
な
し
、
教
に
死
す
る

を
栄
と
す
。
灌
油
…
自
ら
鼎
ひ
、
動
も
す
れ
ば
政
府
に
抵
抗
す
」
と
い
い
、
い
わ

ゆ
る
爪
印
と
宗
教
（
キ
リ
ス
ト
教
）
と
の
対
立
・
抗
争
の
歴
礎
約
事
実
を
挙
げ
て

い
る
こ
と
が
注
樹
さ
れ
る
。
こ
め
点
は
す
で
に
「
玉
山
対
話
」
の
と
こ
ろ
で
触

れ
た
よ
う
に
、
早
く
か
ら
か
れ
の
関
心
が
注
が
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
序

説
で
述
べ
た
よ
う
に
家
永
楽
土
が
教
育
勅
語
に
お
け
る
再
誕
の
尊
重
が
明
治
憲

法
に
お
け
る
「
信
教
の
・
事
由
」
の
尊
重
と
相
通
ず
る
も
の
と
理
解
さ
れ
た
さ
い

の
、
井
上
に
お
け
る
「
信
教
の
南
由
」
が
内
実
に
お
い
て
強
い
キ
リ
ス
ト
教
排

斥
を
蔵
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
鵡
酌
に
示
す
も
の
と
し
て
注
意
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
「
教
育
勅
藷
が
キ
リ
ス
ト
教
を
頭
か
ら
撲
減
す
べ
き
筈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
も
の
で
あ
っ
た
と
は
（
中
略
）
解
釈
で
き
な
い
」
と
し
て
も
、
少
く
と
も
井

上
に
あ
っ
て
は
キ
リ
ス
ト
教
を
排
斥
す
る
思
想
酌
立
場
に
立
っ
て
教
育
勅
語
が

起
草
さ
れ
、
従
っ
て
そ
れ
だ
け
に
か
か
る
立
場
を
粉
飾
す
べ
く
、
か
え
っ
て
普

遍
性
を
豊
か
に
も
つ
よ
う
に
意
図
さ
れ
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
指
摘

し
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
井
上
は
軍
人
勅
諭
案
に
つ
い
て
も
、
そ
の
う
ち
の

「
句
を
単
な
る
文
宇
論
に
あ
ら
ず
し
て
政
略
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
劇
愛
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

計
る
ほ
ど
に
細
心
の
注
意
を
払
っ
た
人
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

か
れ
が
教
育
勅
語
発
布
後
も
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
排
斥
の
態
度
を
固
守
し
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
、
文
相
時
代
の
筆
に
な
る
と
思
わ
れ
る
つ
ぎ
の
書
翰
案
を
引
く
こ
と
に
よ
っ

て
明
瞭
で
あ
る
。

　
麟
病
身
得
一
覧
候
而
即
奉
還
候
。
何
人
之
著
二
連
哉
其
熱
心
其
筆
力
倶
二
感

　
嘆
之
外
無
卦
候
。
圏
家
之
亡
徴
ハ
風
俗
之
腐
欺
現
在
ル
寓
ヲ
説
ヶ
ル
一
議
痛

　
切
応
仁
ニ
シ
テ
其
病
源
ノ
因
ル
所
ヲ
論
ス
ル
モ
亦
一
々
肯
繁
ヲ
響
N
ル
カ
如
シ
。

　
但
習
気
ノ
策
ヲ
講
ス
ル
ニ
至
テ
有
力
ナ
ル
宗
教
ヲ
用
ヰ
ン
ト
ス
ル
ニ
至
テ
ハ

　
却
テ
抱
仲
新
救
…
火
ウ
瓢
類
ナ
ル
ヘ
シ
。
糊
廻
陥
偲
之
懐
燈
燭
原
一
ナ
ラ
ス
シ
テ
旧
慣
ノ

　
打
破
尤
其
一
ム
八
原
因
ナ
リ
。
我
陥
慣
中
打
破
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ア
ジ
。
打
破
ス
ル

　
モ
可
、
打
破
セ
ザ
ル
モ
可
ナ
ル
モ
ノ
ア
リ
。
裁
決
シ
テ
打
破
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル

　
モ
ノ
ア
リ
。
維
新
磁
後
ハ
其
第
一
ヲ
打
破
ス
ル
ノ
序
三
塁
回
診
’
第
二
第
三
ヲ
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併
セ
テ
幾
ト
之
ヲ
打
破
セ
ン
ト
シ
タ
リ
診
測
量
ノ
美
巳
二
型
ル
。
徳
義
従
テ

地
二
黒
ル
置
土
自
然
ノ
結
果
ナ
ラ
ザ
ル
事
ヲ
得
ス
。
東
西
交
際
ノ
親
署
ヲ
要

　
ス
ル
為
二
往
々
我
旧
慣
ヲ
唾
棄
シ
テ
犠
牲
二
供
ス
ル
ニ
至
ル
。
是
政
治
家
ノ

　
尤
注
意
ヲ
要
ス
ヘ
キ
点
ナ
ル
カ
如
シ
。
今
若
耶
蘇
教
ヲ
m
用
ヰ
テ
国
教
ト
セ
ン

　
カ
我
旧
風
舶
炎
俗
書
チ
雌
亭
…
梯
ノ
風
教
二
七
窯
慣
ヲ
及
ホ
ス
コ
ト
ナ
キ
ヲ
保
タ
ン
カ

　
是
易
ぴ
鷹
叩
ノ
数
ナ
ル
カ
加
濯
シ
。
世
門
間
往
々
此
ノ
事
二
輪
フ
鵡
輯
ア
ル
粉
面
レ
試
ノ

　
“
楽
ヲ
嘗
ム
ル
ユ
軽
キ
者
ナ
リ
。
生
蹴
転
剛
シ
テ
共
ノ
不
可
ナ
ル
ヲ
構
…
ス
。
ム
7
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
殊
消
）

　
風
俗
ノ
頽
敗
ハ
上
流
ノ
入
之
ヲ
匡
正
ス
ル
ニ
認
識
ラ
サ
ル
ヘ
シ
。
所
謂
草
撫

　
尚
之
風
三
伏
、
古
今
一
也
、
可
燃
之
事
実
耳
、
唯
不
為
也
。
別
冊
返
上
之
序
、

　
草
々
妄
言
多
罪
々
々
頓
首
。

　
上
に
井
上
の
嬬
教
観
・
キ
リ
ス
ト
客
観
を
見
て
き
た
が
、
さ
ら
に
第
三
の
問

題
と
し
て
「
鰭
教
に
存
す
偏
に
お
け
る
か
れ
の
思
想
の
構
造
を
考
察
す
る
。
こ

の
構
造
を
よ
く
窺
う
に
足
る
も
の
は
、
　
「
今
日
に
在
り
て
広
く
万
岡
の
長
短
を

鑑
み
、
治
具
・
畏
法
・
農
士
・
百
般
は
之
を
西
洋
に
取
り
、
支
那
の
衰
風
を
誤

り
、
又
倫
理
黒
熱
の
事
に
盃
て
は
、
断
然
天
下
に
布
き
示
し
、
古
典
国
籍
を
以

て
父
と
し
、
聖
教
を
以
て
師
と
し
云
々
」
と
記
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
か
れ

は
儒
教
に
対
し
て
強
い
傾
倒
を
示
し
な
が
ら
も
、
わ
が
国
の
古
典
・
国
籍
を
父

と
す
る
こ
と
を
明
か
に
主
張
し
て
い
る
点
は
、
元
田
に
比
べ
て
よ
り
著
し
い
特

長
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
池
辺
義
象
と
の
交
渉
に
お
け
る
明

治
憲
法
の
核
心
と
し
て
の
国
体
の
基
礎
付
け
と
し
て
古
典
・
国
籍
を
第
一
義
的

に
重
要
視
し
た
こ
と
か
ら
も
う
な
づ
け
る
。
元
田
が
儒
教
．
を
も
っ
て
唯
一
絶
対

性
を
も
つ
普
遍
酌
道
徳
で
あ
り
、
そ
れ
を
最
も
よ
く
維
持
・
体
現
し
て
い
る
も

の
が
わ
が
国
体
で
あ
る
と
考
え
、
儒
教
を
も
つ
て
国
体
を
説
明
・
註
解
し
た
に

対
し
て
、
井
上
は
わ
が
国
の
国
体
を
も
つ
て
唯
一
絶
対
性
を
も
つ
も
の
と
し
、

そ
れ
を
儒
教
に
よ
っ
て
外
護
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
圏
体
の
永
遠
性
お
よ
び
国
体

を
基
礎
と
す
る
わ
が
圏
民
道
徳
に
普
遍
性
を
付
与
せ
ん
と
考
え
た
も
の
で
あ
る

と
云
う
こ
と
が
で
ぎ
る
。
こ
の
点
は
な
お
後
に
明
治
憲
法
と
教
育
勅
語
の
関
係

を
叙
述
す
る
に
当
っ
て
さ
ら
に
触
れ
る
こ
と
に
す
る
が
、
以
上
に
よ
っ
て
井
上

の
思
想
の
構
造
は
国
体
（
宵
典
・
繍
籍
に
お
け
る
置
有
の
精
神
）
を
核
心
と
し
、

そ
れ
を
儒
教
に
よ
つ
て
包
擁
し
て
「
倫
理
名
教
」
の
領
域
を
形
成
し
、
さ
ら
に

そ
の
周
辺
を
西
洋
の
文
明
に
よ
っ
て
粉
飾
す
る
と
い
う
性
質
を
有
し
て
い
た
と

見
る
こ
と
が
で
き
、
や
が
て
か
れ
が
國
語
・
國
交
の
発
達
を
主
と
し
て
そ
の
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

育
の
重
要
性
を
説
き
漢
文
を
客
と
す
る
に
至
っ
た
所
以
を
知
る
で
あ
ろ
う
。
教

育
勅
語
が
そ
の
冒
頭
に
お
い
て
水
戸
学
的
に
「
国
体
の
尊
厳
を
述
べ
て
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
ろ
を
除
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
儒
教
精
神
で
あ
る
扁
と
す
る
な
ら
ば
、

ま
さ
し
く
勅
語
は
井
上
に
お
け
る
「
躯
体
」
お
よ
び
「
倫
理
名
教
」
の
思
想
構

造
を
如
実
に
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
愛
っ
て
よ
い
。
も
と
よ
り
元
田
永
孚
が

教
育
勅
語
の
起
草
に
あ
た
っ
て
水
戸
学
に
関
心
を
示
し
て
い
た
こ
と
は
水
戸
の

渡
辺
正
順
手
記
が
、
　
「
明
治
二
十
三
年
の
頃
と
覚
ゆ
。
官
幣
社
の
神
職
に
て
筥

崎
神
敏
宮
司
董
津
義
夫
、
阿
波
神
社
宮
司
穂
積
耕
雲
の
両
人
が
神
紙
官
再
興
の
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遊
説
な
り
と
称
し
て
、
我
が
水
戸
に
来
遊
さ
れ
た
。
此
の
晦
、
別
格
宮
幣
拙
常

磐
神
社
宮
司
は
岡
本
正
靖
に
し
て
余
は
禰
宜
の
職
に
在
り
き
。
葦
津
、
穂
蟹
の

両
入
は
常
磐
神
赴
を
来
訪
し
、
談
話
の
結
果
、
暫
地
の
碩
学
栗
田
寛
博
士
に
是

葬
面
会
し
て
蜜
談
し
旧
き
事
あ
り
と
。
宮
司
繍
賞
は
纈
談
の
上
、
之
を
栗
田
隊

士
に
紹
介
し
た
り
き
。
こ
れ
教
育
勅
語
換
発
の
下
一
儲
に
し
て
、
内
実
は
元
田

永
孚
の
密
旨
を
含
み
、
之
を
栗
田
博
士
に
伝
へ
し
な
り
。
栗
田
隙
士
は
跳
の
需

に
応
じ
て
、
金
三
三
（
註
。
内
藤
恥
曳
撰
藥
田
寛
碑
交
に
は
神
聖
宝
調
広
義
を

作
っ
て
応
需
と
あ
り
）
な
る
一
書
を
著
し
て
元
田
持
講
に
送
付
せ
り
。
こ
れ
を

教
育
勅
語
発
布
の
関
係
と
す
。
明
治
二
十
三
年
十
月
三
ヤ
欝
教
育
勅
語
換
発
さ

る
。
栗
田
博
士
感
奮
措
く
事
能
は
ず
、
篇
に
余
を
招
ぎ
、
教
育
勅
語
奉
読
会
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

覇
か
ん
事
を
勧
む
。
余
友
人
亀
井
善
述
と
謀
り
、
之
を
開
会
す
云
々
」
と
述
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
が
、
元
照
が
み
ず
か
ら
井
上
宛
書
翰
で
「
三

二
菖
尾
之
文
ハ
貴
兄
之
御
初
稿
ヲ
存
シ
有
之
候
老
拙
モ
素
ぎ
り
御
岡
案
ニ
テ
闘

然
無
能
候
」
と
警
送
っ
た
よ
う
に
、
勅
語
冑
頭
の
水
戸
学
的
な
圃
体
の
尊
厳
を

草
案
に
明
示
し
た
鹸
初
は
井
上
で
あ
り
、
元
田
が
こ
れ
に
岡
調
し
た
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
。
従
っ
て
勅
語
起
草
に
お
い
て
元
瞬
も
「
園
体
」
を
羅
要
回
し
て
は
い
た
が
、

む
し
ろ
重
点
を
中
闘
の
三
教
的
な
徳
警
に
か
け
、
こ
れ
に
対
し
て
井
上
は
「
国

体
」
を
習
頭
に
お
い
て
こ
こ
に
重
点
を
か
け
て
い
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
以
上
、
　
「
儒
教
を
存
す
」
を
中
心
に
井
上
の
思
想
的
特
長
お
よ
び
そ
の
構
造

を
観
察
し
、
そ
の
待
々
に
お
い
て
元
田
と
の
桐
異
に
需
及
し
て
き
た
勝
、
こ
こ

に
一
応
の
概
括
を
試
み
る
と
つ
ぎ
の
如
く
で
あ
番
。

　
一
毅
酌
に
門
儒
教
尊
重
」
と
い
う
三
三
に
は
、
元
田
と
井
上
と
の
間
に
「
封

建
的
」
と
「
近
代
的
」
と
の
差
別
が
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
桐
通
ず
る

も
の
が
あ
り
、
井
上
が
元
田
の
「
儒
教
尊
重
一
を
教
育
勅
語
に
お
い
て
排
除
し

た
か
の
如
く
談
く
の
は
、
勅
語
に
お
け
る
井
上
の
真
意
を
溝
解
す
る
も
の
と
い

う
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
両
三
に
お
け
る
「
封
建
的
儒
教
主
義
」
と
「
近
代
醜
儒

教
主
義
一
と
の
糊
異
は
す
で
に
措
回
し
た
通
り
何
故
に
「
儒
教
尊
重
」
を
必
要

と
し
た
か
と
い
う
点
に
の
み
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
井
上
に
お
け
る
「
近
代
性
」

が
冶
も
「
儒
教
尊
重
」
を
排
除
・
超
回
し
た
か
の
如
く
考
え
る
の
は
誤
っ
て
い

る
。
ま
た
井
上
の
キ
リ
ス
ト
教
に
回
す
る
強
い
排
斥
態
度
は
、
か
れ
の
思
想
の

門
近
代
性
」
の
限
界
な
最
も
よ
く
示
す
も
の
で
、
勅
語
の
も
つ
表
面
的
な
普
遍

性
か
ら
単
純
に
か
れ
の
「
近
代
性
」
を
云
々
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
さ
ら

に
思
想
構
造
と
い
う
観
点
か
ら
は
井
上
を
も
ワ
て
　
只
近
代
約
）
濡
教
主
義
」

と
規
定
す
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
「
国
体
主
義
」
な
い
し
「
日
本
主
義
」
と
も
い

う
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
性
格
は
元
田
よ
り
以
上
に
顕
著
で
あ
る
。
総
体
的
に
見

て
元
臓
が
道
思
想
家
で
徳
あ
っ
た
に
対
し
て
、
井
上
は
ど
こ
ま
で
も
政
治
…
一
思
想

家
で
あ
っ
た
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
以
上
に
ポ
つ
て
序
説
に
要
し
た
第
一
の

問
題
点
な
解
決
し
え
た
と
し
て
、
つ
ぎ
の
問
題
点
に
移
ろ
う
。

四

井
上
毅
に
お
け
る
明
治
憲
法
と

激
育
勅
語
と
の
闘
係

119 （447）



　
簾
二
の
問
題
点
は
教
育
勅
語
が
明
治
蝕
法
と
黒
蜜
な
関
連
性
を
も
っ
て
成
立

し
た
か
否
か
を
歴
史
酌
・
呉
体
的
に
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
お

い
て
、
教
育
勅
語
発
布
計
画
の
具
体
化
を
検
討
す
る
と
き
は
、
か
つ
て
明
か
に

し
た
よ
う
に
山
県
有
朋
の
推
進
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
憲
法
起
草
者
側
（
伊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

藤
・
井
上
ら
）
か
ら
憲
法
制
定
と
の
必
然
的
関
連
性
に
お
い
て
か
か
る
勅
語
形

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

式
の
も
の
を
具
体
化
す
る
意
図
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
注
意
す
べ
き
こ
と
は
憲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
リ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
あ
　
　
　
へ

法
起
草
者
、
と
く
に
井
上
に
お
い
て
は
教
育
勅
語
と
い
う
形
式
は
排
除
し
な
が

　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・
…

ら
も
、
霜
画
法
制
定
と
の
関
連
に
お
い
て
教
育
勅
語
に
見
る
思
想
酌
内
容
の
も
の

を
国
民
に
滲
透
さ
せ
よ
う
と
考
え
て
い
た
ど
推
知
で
ぎ
る
こ
と
で
あ
る
。
明
治

憲
法
制
定
の
直
前
に
起
稿
し
た
と
思
わ
れ
る
井
上
の
自
筆
草
稿
に
つ
ぎ
の
も
の

が
あ
る
。

　
大
日
本
帝
罵
ノ
憲
法
ハ
何
ヲ
以
テ
首
脳
ト
ナ
ス
カ
、
万
世
一
系
ノ
皇
室
ヲ
奉

戴
シ
テ
主
権
者
ト
ナ
ス
事
是
レ
ナ
リ
。
凡
ソ
国
家
ノ
法
度
其
義
多
シ
ト
難
ト

　
モ
曲
句
ト
モ
國
家
根
本
法
ノ
首
脳
ト
蟻
溝
シ
若
ク
ハ
之
ヲ
殿
傷
ス
ル
モ
ノ
バ
カ

　
メ
テ
之
ヲ
除
ク
ベ
シ
。
之
二
反
シ
テ
此
ノ
首
脳
ヲ
輔
翼
シ
若
ク
ハ
之
ヲ
拡
張

　
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ア
レ
バ
カ
メ
テ
之
ヲ
存
シ
、
物
X
タ
之
ヲ
保
護
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。

凡
ソ
濃
鼠
ノ
事
物
ハ
其
有
形
タ
リ
無
形
タ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ス
、
相
互
二
脈
絡
関

係
シ
テ
呼
応
ヲ
網
為
ス
ヲ
常
ト
ス
。
今
我
国
民
ノ
習
慣
上
何
物
力
尤
モ
此
ノ

　
虚
想
法
ノ
首
脳
ト
関
係
ア
ル
ヤ
ト
尋
ヌ
ル
ニ
父
子
ノ
関
係
是
レ
ナ
リ
ト
答
フ
ベ

　
シ
。
此
ノ
関
係
ハ
我
々
日
本
人
民
力
千
百
年
来
ノ
習
慣
ヲ
以
テ
養
成
シ
タ
ル

　
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
暦
臣
ノ
関
係
ト
首
尾
辮
門
呼
応
入
ル
モ
ノ
ト
ス
。
夫
レ
既
二
二

　
世
一
系
ノ
白
鷺
至
ヲ
奉
麟
温
ス
ル
ハ
我
国
幽
惣
法
ノ
首
脳
タ
ル
ベ
キ
ト
キ
ハ
之
ト
密

　
薯
一
ノ
関
係
ヲ
有
ス
ル
父
子
ノ
関
係
バ
カ
メ
テ
之
ヲ
保
護
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。

　
夫
レ
家
ハ
小
童
象
ニ
シ
テ
父
子
ハ
小
滑
臣
ナ
リ
。
子
、
父
二
事
フ
ル
ノ
道
ハ

　
…
即
チ
筆
軸
二
事
フ
ル
ノ
憎
…
ナ
レ
ハ
轟
木
タ
叡
二
孝
ニ
シ
テ
国
二
言
ナ
ラ
サ
ル
モ

　
ノ
ア
ラ
ス
。
古
人
日
フ
未
タ
孝
悌
ニ
シ
テ
上
ヲ
犯
ス
モ
ノ
ア
ラ
ス
。
即
チ
是

　
ノ
意
ナ
リ
。
由
再
説
之
、
父
子
ノ
関
係
ハ
君
臣
ノ
関
係
二
影
響
ヲ
及
ス
ヘ
キ

　
閲
ヨ
リ
明
ナ
リ
。
顧
フ
ニ
我
魑
難
中
二
行
ハ
ル
ル
子
父
ノ
交
際
ハ
極
メ
テ
従

　
順
ナ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
働
日
テ
犯
一
戻
ノ
一
跡
ア
ル
ナ
シ
。
此
ノ
唾
石
ナ
ル
交
際
ノ

　
間
二
生
長
シ
タ
ル
我
々
人
民
力
皇
室
二
対
シ
テ
曾
テ
犯
戻
ノ
心
ヲ
起
ス
モ
ノ

　
ニ
ァ
ラ
サ
ル
ハ
亦
タ
調
レ
ナ
キ
ニ
葬
ラ
ス
。
古
人
所
謂
ル
忠
臣
ヲ
求
ム
ル
ハ

　
必
ス
孝
子
ノ
門
二
二
テ
ス
ト
ハ
其
意
義
甚
タ
広
シ
ト
謂
フ
ベ
シ
。
今
や
張
力

　
㎜
園
憲
法
制
｛
疋
ノ
柵
甥
電
磁
ミ
、
辣
共
馬
匹
脳
タ
ル
ベ
キ
白
黒
蓋
ノ
主
旛
隅
確
…
定
セ
ソ
ト
ス

　
ル
事
ナ
レ
ハ
憲
法
ナ
リ
民
法
ナ
リ
之
ヲ
保
護
拡
張
ス
ベ
キ
モ
ノ
就
中
此
ノ
父

　
子
ノ
関
係
ノ
如
キ
バ
カ
メ
テ
之
ヲ
維
持
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
サ
ル
ナ
リ
。

　
こ
の
資
料
は
、
井
上
が
明
治
憲
法
の
制
定
に
お
い
て
そ
の
核
心
を
な
す
「
国

体
」
、
具
体
的
に
は
万
世
一
系
の
皇
室
の
主
権
性
を
保
護
拡
張
す
る
た
め
に
、

い
か
に
孝
を
申
核
と
す
る
儒
教
道
徳
の
維
持
を
緊
要
事
と
考
え
て
い
た
か
を
明

示
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
明
治
憲
法
の
制
定
と
嬬
教
道
徳
な
い
し
家
父
長

制
の
維
持
と
の
関
係
が
か
れ
に
お
い
て
は
歴
史
的
必
然
的
関
連
性
と
し
て
捉
え
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ら
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
か
れ
が
一
旦
は
勅
語
起
草
の
照
難
1
か
れ

は
当
時
の
政
治
・
社
会
の
風
潮
に
鑑
み
て
勅
語
の
発
布
形
式
・
内
容
の
如
何
に

よ
っ
て
政
治
的
・
社
会
的
に
重
大
な
波
紋
・
批
難
を
生
ず
る
こ
と
を
憂
え
た

ー
ー
を
訴
え
、
起
草
を
辞
退
し
た
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
音
困
を
通
じ
て
明

治
天
皇
に
勅
語
発
布
の
内
意
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
か
つ
元
田
よ
り
協
力
の
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

講
を
う
け
る
に
及
ん
で
稜
極
的
に
起
草
に
当
り
、
さ
ら
に
第
一
圃
帝
国
議
会
の

開
会
の
時
期
が
近
づ
く
や
尭
田
宛
に
「
折
角
老
台
積
年
之
御
誠
心
二
而
是
迄
相

運
候
処
万
一
ニ
モ
政
事
上
之
変
動
等
量
為
二
遷
延
二
至
候
ハ
・
千
載
之
遺
憾
二

存
候
ヘ
ハ
此
際
迅
速
二
発
表
相
成
候
様
百
尺
竿
頭
一
歩
之
御
尽
力
懇
瞬
奉
存

候
」
と
書
き
送
り
内
閣
の
政
略
と
見
倣
さ
れ
な
い
形
式
で
の
迅
速
な
発
布
を
熱

　
　
　
　
　
⑳

心
に
懸
懸
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
か
れ
自
身
に
お
い
て
上
述
の
ご
と
き
内
的
事

情
が
存
在
し
、
國
会
開
会
前
に
明
治
憲
法
の
観
念
的
支
柱
を
樹
立
し
終
ろ
う
と

意
図
し
た
た
め
で
あ
っ
た
ど
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
に
よ
つ
て
教
育
勅
語
が
そ
の
壷
草
に
井
上
毅
が
参
加
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
明
治
憲
法
と
緊
密
な
家
運
性
を
も
つ
て
成
立
ず
る
に
釜
つ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
判
明
し
、
そ
の
こ
と
は
井
上
が
草
案
を
起
草
し
た
「
大
野
本
帝
國
憲
法
上
諭
」

と
同
じ
く
か
れ
の
初
稿
を
と
ど
め
た
教
育
勅
語
の
首
尾
と
が
欝
欝
・
内
容
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
て
き
わ
め
て
酷
似
し
て
い
る
点
に
お
い
て
も
容
易
に
納
得
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
明
治
慰
法
が
保
守
反
動
性
を
も
つ
て
成
立
し
た
の
に
対
し
て
、
教
育
勅

語
が
著
し
く
普
遍
性
を
も
つ
て
成
立
し
た
と
発
、
両
者
が
当
初
に
お
い
て
恰
も

思
想
的
性
格
を
異
に
し
、
相
互
に
関
連
性
が
な
い
か
の
よ
う
に
説
く
こ
と
は
誤

っ
て
い
る
。
も
し
も
明
治
憲
法
に
保
守
反
動
性
を
見
出
す
な
ら
ば
、
教
育
勅
語

に
も
保
守
反
動
性
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
家
永

博
士
が
教
育
勅
語
に
見
禺
さ
れ
る
底
心
性
は
中
闘
徳
目
に
お
け
る
儒
教
本
来
の

桐
当
の
普
遜
性
と
、
　
一
灘
井
上
が
立
憲
的
∵
政
治
的
配
慮
か
ら
と
く
に
意
を
田
川

い
て
付
与
し
た
普
遍
性
か
ら
成
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
博
士
が
勅
語
に
お
け
る

井
上
の
役
割
を
元
田
よ
り
も
よ
り
重
視
さ
れ
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
勅
語
冒
頭
の

水
戸
学
的
な
国
体
の
尊
厳
を
示
し
た
養
分
、
お
よ
び
そ
れ
を
う
け
た
末
尾
の
部

分
こ
そ
重
視
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
を
も
つ
て
窮
二
の

問
題
点
の
解
明
を
終
ろ
う
。

五
　
結

蟹口旧

　
す
で
に
序
説
に
お
け
る
二
つ
の
問
題
点
に
讐
え
な
が
ら
井
上
の
思
想
的
…
性
格

を
明
か
に
し
て
き
た
の
で
、
こ
こ
に
そ
れ
を
改
め
て
繰
返
す
こ
と
を
避
け
た
い
。

た
だ
か
よ
う
な
思
想
的
性
格
の
持
主
は
な
お
他
に
も
多
く
存
在
し
た
で
あ
ろ
う

が
、
井
上
の
場
含
は
、
か
れ
が
明
治
憲
法
・
軍
人
勅
諭
・
教
育
勅
語
と
、
明
治

鼠
家
に
お
け
る
法
・
権
力
・
道
徳
三
要
素
の
樹
立
に
参
薩
し
、
明
治
国
寡
形
威

の
事
実
上
の
推
進
力
を
な
し
て
い
た
だ
け
に
、
か
れ
の
思
想
的
性
格
が
も
つ
歴

史
的
転
義
は
重
大
で
あ
る
。
井
上
が
歴
史
的
国
体
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
規
範
で
あ

る
立
憲
制
の
採
用
に
よ
つ
て
規
範
化
し
、
天
皇
を
憲
権
暑
と
す
る
に
当
っ
て
、
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水
来
、
家
族
道
徳
で
あ
る
儒
教
遠
徳
を
園
家
道
徳
と
し
て
拡
張
使
用
せ
ん
と
し

た
と
こ
ろ
に
、
井
上
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
近
代
性
偏
の
上
質
と
限
界
が
あ
っ

入
杁
。
こ
の
こ
と
は
わ
が
岡
が
当
賭
採
醸
せ
ん
と
し
て
い
た
ヨ
…
ロ
ッ
パ
の
立
憲

制
な
い
し
近
代
約
法
治
主
義
は
、
そ
の
根
本
に
お
い
て
個
人
の
自
覚
な
い
し
個

人
の
自
由
を
前
提
と
し
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
井
上
は
か
か
る
自
覚
や
自
由

と
は
全
く
対
黙
的
な
儒
教
道
徳
を
観
念
的
支
柱
と
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

従
っ
て
か
か
る
儒
教
道
徳
は
明
治
憲
法
に
お
け
る
立
憲
当
主
制
の
耕
主
制
（
絶

対
鋼
）
的
側
薦
を
保
護
拡
張
す
る
上
で
は
適
合
酌
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の

立
憲
制
的
側
磁
と
相
容
れ
な
か
っ
た
。
相
容
れ
な
い
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ

立
憲
制
的
側
面
の
発
展
を
陽
止
す
る
役
割
を
撞
当
さ
せ
ら
れ
た
。
も
と
も
と
儒

教
道
徳
は
桐
依
相
助
的
な
共
隔
社
会
の
基
盤
の
上
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で

あ
り
、
し
だ
い
に
資
本
主
義
的
要
素
、
利
益
社
会
が
進
展
す
る
に
伴
っ
て
儒
教

道
徳
が
衰
退
・
崩
壊
す
る
に
至
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
井
上
が
南
側
府
会
の

進
展
、
資
本
主
義
酌
要
素
の
増
大
に
つ
れ
て
、
み
ず
か
ら
維
持
せ
ん
と
す
る
儒

教
道
徳
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
被
る
か
に
つ
い
て
遠
く
将
来
を
見
究
め
る
こ
と

な
く
、
そ
れ
を
も
っ
て
明
治
耳
垂
の
観
念
的
支
柱
と
し
た
こ
と
は
、
や
が
て
明

治
国
家
の
構
造
面
に
内
在
す
る
塀
主
制
要
素
と
立
憲
制
要
素
と
の
矛
盾
・
対
立

の
激
化
と
と
も
に
、
思
想
面
に
お
い
て
も
市
畏
祉
会
の
進
展
・
成
熟
に
つ
れ
て

市
民
社
会
の
思
想
と
の
乖
離
を
招
く
結
果
を
導
く
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
本
稿
に
紹
介
し
た
井
上
毅
の
門
儒
教
を
存
す
」
の
書
翰
を
快
く
閲
覧
さ
せ

て
下
さ
っ
た
大
阪
の
脚
中
良
雄
氏
の
御
厚
意
に
深
く
感
謝
す
る
と
と
も
に
、

仲
介
の
労
を
お
掌
り
下
さ
っ
た
小
葉
溺
愛
先
生
に
厚
く
御
礼
巾
上
げ
る
。
な

お
、
本
論
は
昭
和
三
四
年
一
一
月
四
臼
読
史
会
大
会
に
「
井
上
毅
の
思
想
に

つ
い
て
翫
と
題
し
て
発
表
し
た
さ
い
の
草
稿
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
）

①
家
永
三
郎
博
士
「
教
育
勅
語
成
立
の
思
想
的
性
格
」
、
『
史
学
雑
誌
』
第

　
五
六
編
第
一
二
号
、
昭
和
ニ
軍
将
一
二
月
。

②
石
田
雄
風
は
「
す
べ
て
明
治
憲
法
体
制
が
必
然
酌
に
教
育
勅
謡
を
伴
つ

　
て
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
根
本
曲
性
格
」
を
有
し
て
い

　
る
と
述
べ
て
い
る
（
「
明
治
憲
法
体
制
か
ら
新
憲
法
体
制
へ
」
、
　
「
思
想
』

　
三
八
四
号
、
一
九
五
六
年
第
六
号
）
。

③
以
上
の
引
用
は
す
べ
て
前
掲
家
永
博
士
論
文
に
よ
る
。

④
『
大
人
名
辞
典
』
（
平
凡
社
）
・
『
新
版
大
人
名
辞
書
』
（
上
巻
、
大
日
本

　
人
名
辞
典
轡
刊
行
会
）
・
『
明
治
文
化
史
』
（
文
芸
篇
）
。

⑤
小
中
村
清
矩
遺
著
『
有
声
録
㎞
所
収
、
「
井
上
子
爵
の
御
霊
の
前
に
申

　
す
詞
」
お
よ
び
「
小
中
村
浩
矩
先
生
小
伝
偏
。

⑥
井
上
毅
『
梧
陰
存
稿
』
巻
一
所
収
「
喬
霊
扁
。

⑦
前
掲
、
門
小
中
村
清
短
先
生
小
伝
」
。

⑧
木
場
貞
長
門
森
文
部
大
臣
の
改
革
」
、
『
明
治
以
降
教
育
制
度
発
達
史
』

　
第
一
一
一
、
　
一
一
一
一
　
ペ
　
ー
ジ
。

⑨
井
上
毅
の
皇
典
講
究
所
に
お
け
る
講
演
、
木
村
覆
編
『
口
先
言
伝
』
幅

　
四
照
一
一
四
五
ペ
ー
ジ
。

⑩
　
註
⑨
参
照
、
前
掲
書
三
二
ペ
ー
ジ
。

⑪
「
舞
文
糊
は
能
勢
栄
に
命
じ
て
師
範
学
校
倫
理
教
科
書
を
編
纂
せ
七
め
、
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尺
秀
三
郎
に
「
小
学
読
本
」
、
湯
本
武
比
古
に
「
読
書
入
門
」
　
の
起
草
編

　
纂
を
命
じ
た
。
い
ず
れ
も
出
来
あ
が
っ
て
文
部
省
図
書
局
に
よ
り
発
行
さ

　
れ
た
一
竃
々
」
　
と
壷
め
”
萄
り
か
　
（
畑
服
沢
躍
…
『
話
本
教
職
口
｝
臼
雌
十
史
談
』
　
一
山
画
聖
ぺ
…

　
ジ
）
、
こ
れ
は
本
文
引
飛
と
は
全
く
無
関
係
の
よ
う
で
あ
る
。

⑫
　
井
上
毅
起
草
「
利
益
線
防
護
の
計
礪
漏
　
（
井
上
毅
文
書
、
こ
れ
が
明
治

　
一
一
三
年
三
月
「
山
県
有
朋
軍
備
意
見
U
と
な
っ
た
。
）
拙
稿
「
教
育
勅
語

　
成
立
の
歴
史
的
背
黛
」
　
（
坂
田
吉
雄
編
…
『
明
治
前
半
期
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

　
ム
』
所
収
）
。

⑬
　
拙
稿
参
照
（
註
⑲
）
。

⑧
山
崎
正
董
編
薯
『
横
井
小
楠
』
下
巻
、
遺
稿
篇
、
九
〇
〇
－
九
〇
三
ぺ

　
ー
ジ
。

⑮
　
小
島
祐
馬
「
儒
教
」
、
　
（
「
日
本
人
の
宗
教
生
活
」
、
『
現
代
宗
教
講
座
謡

　
V
）
所
収
、
同
書
四
八
ペ
ー
ジ
。

⑯
黒
江
…
郎
「
息
軒
先
生
晩
年
の
書
簡
」
（
「
宮
崎
大
学
学
芸
部
紀
要
」
第

　
七
号
、
昭
和
三
四
年
八
月
）
参
照
。
　
「
弁
妄
」
は
『
β
本
儒
林
叢
害
．
識
論

　
弁
部
所
収
、
な
お
門
入
安
藤
定
の
「
弁
妄
和
解
犠
は
［
明
治
文
化
全
集
」

　
思
想
篇
所
収
。

⑰
黒
江
一
郎
門
安
井
息
軒
と
肥
後
」
（
『
宮
崎
大
学
学
芸
学
部
研
究
晦
報
』

　
第
二
弩
）
参
照
。

⑲
　
　
『
近
代
段
本
と
キ
リ
ス
ト
教
隔
明
治
姥
桶
、
　
一
七
ニ
ペ
ー
ジ
。

⑲
註
⑫
拙
稿
参
照
。

⑳
井
上
毅
文
書
（
国
学
院
大
学
所
蔵
）
、
文
部
省
罫
紙
、
年
月
融
融
。
「
瞬

　
教
論
」
の
著
者
お
よ
び
著
作
年
月
、
い
ま
不
詳
。

⑳
　
小
早
掛
秀
雄
「
井
上
梧
陰
先
生
」
（
冊
元
閨
井
上
両
先
生
事
蹟
講
演
録
賑
…

　
所
収
）
、
凹
．
梧
陰
日
稿
」
巻
一
、
「
照
影
教
育
」
。

⑳
　
註
⑮
参
照
。
同
署
天
七
ぺ
；
ジ
。

⑳
　
北
条
重
直
『
水
戸
学
と
維
新
の
風
雲
』
八
八
一
八
九
ペ
ー
ジ
所
収
。

⑳
　
明
治
二
三
年
八
月
二
六
臼
井
上
宛
元
田
書
翰
、
　
『
教
育
勅
語
換
発
関
係

　
資
料
儒
階
』
　
第
一
一
巻
、
　
四
【
一
二
七
ペ
　
ー
ジ
。

⑳
　
元
田
自
身
の
「
六
月
二
八
日
」
草
案
に
も
「
是
我
国
ノ
体
ヲ
ナ
ス
云

　
々
偏
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
井
上
の
起
草
草
案
を
受
販
っ
て
（
六
月
二
八
口
）
、

　
そ
れ
を
も
と
と
し
て
起
草
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て

　
は
近
く
発
表
予
定
の
「
教
育
勅
語
草
案
の
成
立
過
程
」
を
参
照
さ
れ
た
い

⑳
⑳
　
前
掲
拙
稿
、
註
⑫
参
照
。

⑳
　
井
上
毅
文
書
（
岡
学
院
大
学
所
蔵
）
、
太
政
官
罫
紙
　
（
八
行
）
。
文
中
に

　
「
憲
法
制
定
ノ
期
二
臨
、
こ
と
あ
る
。

⑳
　
明
治
二
三
年
八
月
二
六
日
井
上
宛
元
田
誉
簡
、
岡
八
月
工
八
日
元
田
宛
．

　
井
上
君
簡
、
前
掲
『
資
料
集
』
四
三
六
－
四
三
八
ペ
ー
ジ
。

⑳
明
治
二
三
年
一
〇
月
二
二
臼
元
田
宛
井
上
単
簡
、
前
掲
『
資
料
集
』
四

　
㎜
一
一
－
九
ぺ
　
…
ジ
。

⑪
こ
の
上
諭
は
格
密
院
会
議
に
附
せ
ら
れ
た
る
草
案
た
る
「
憲
法
説
明
」

　
の
上
諭
と
同
一
で
あ
る
。
の
ち
修
正
さ
れ
て
憲
法
発
廊
勅
語
と
な
っ
た
。

　
上
諭
全
文
は
鈴
木
安
蔵
『
憲
法
制
定
と
ロ
エ
ス
レ
ル
』
エ
閥
八
－
二
四
九

　
ぺ
！
ジ
所
形
。
こ
の
三
論
の
草
稿
は
井
上
毅
文
書
に
現
存
す
る
。
内
閣
罫

　
紙
（
丁
り
行
）
お
よ
び
宮
内
省
罫
紙
（
｝
○
行
、
倶
し
一
葉
の
み
）
。
　
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D

　
の
上
諭
草
稿
は
井
上
が
最
初
に
起
草
し
た
教
育
勅
語
草
案
と
密
接
な
関
連
4
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
を
も
っ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
近
く
発
表
予
定
の
論
文
に
譲
る
。
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Reclamation　and　Fishermen

in　the　case　of　K（ワ’わ．bta　Bay　児島湾　in　the

　　　Ohaya7na　ma　l“　Prefecture

　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　Sh6go　Yuihama

　　Land　reclarnation　or　land　drainage　in　response　to　the　demand　of

developing　the　land　is　naturally　contmc　dictory　to　the　coastwise－fishery．

IJac　s　this　contradiction　been　fully　rea．　sonablly　conquered　？　And　aren’t

villages　sacrificed？　Investigation　of　the　nature　in　the　former　drained

lands　has　the　great　importance　in　the　future　land　drainage．　ln　this

article　the　Kb戸・maシ1琶島湾　Bay　in　the　Ofeaワαma　岡山　prefecture　is

tal〈en　as　a　・characterlstic　example　of　land　dralnage　on　a　large　scale

in　Japan．　Here　all　the　problqms　are　concentrated，　in　which　Shere　are

defects　in　those　arrangement　by　both　executors　and　fishermen，　espe－

cially　in　the　infiuence　of　establishing　factories　by　successful　drainage

on　fishery．　This　article　treats　the　history　of　sea　villages’　attitude　to

dra‘ina，　ge’C　based　lon　the　information　of　fishing，　villages，　and　tries　to

mac　ke　clear　the　point　by　evaluating　syntheticac　lly　its　process　and　result．

orriitting　the　fields　of　natural　geography．

κoωαs痂痂。％8’s井上i毅Character　of　Thought

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　Noboru　Umetani

　　Kozvashi　lnoue，　cliief　drafter　of　the　Meij’i　Constitution　and　the　lm－

perial　Rescript　on　Education，　has　ge’nerally　been　understood　as　an

absolutist　politician．　On　what　idea　in　real　did　he　draft　these　docu－

ments？　What　wac　s　his　systeni　or　structure　of　thought　then？　These

questionsa　re　importance　to　understand　the　historical　process　in　fofming

interdependently　the　system　of　Meij’i　Constitution　and　its　thought　on

Tennoism　（lmperial　Rescript　on　Education）．　Keretofore　no　material

has　been　found　on　his　structure　of　thought　in　original　or　on　a　united

conception　of　forming　the　Meiii　Constitution　a．　nd　the　lmperlai　Rescript

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　498）



on　Education．　1　hac　ve　paid　my　attention　for　years　his　long　draft　‘jufeNo

oson　sガ儒教を存すin　lnotte’s　documents　as　a　former　materia1．　As

recently　1t　is　clear　that　his　letter　owned　by　Mr．　Yoshio　Tanαka田中

吉雄fails　under　it，　I　try　to　introduce　it，　to　lnake　clear　重he　impor－

tance　and　fact　that　lnoue　we　nted　to　respect　or　maintain　the　Confucian

ideas，　and　to　weigh　his　aga、　inst　Eifu　Motoda元田永孚’s　idea。　Then

this　article　proves　concretely　his　support　of　Confucian　ideas　in　close

relation　with　the　Constitution　and　his　draft　of　£he　lmperial　Rescript，

and　his　insuthcient　grasp　on　de　loping　trend　of　constitutional　ftc　spect

圭nthe醜ゴがConstitution　or　of　civil　society．

The　Japanese　Foreign　Policy　duriRg

the　SinoTFrench　War　in

　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　Tzer－chou　Peng

1884

　　Even　though　Japan　forced　Korea　to・sign　a　peace　trea．　ty　in　1882，

China，　by　sustaining　her’　suzerainty，　continued　to　exercise　strong　over

Korea．　lf　the　Japanese　Government　had　attempted　to　conquer　Korea

at　this　time，　China　and　Japan　would　probably　have　drifted　into　war．

For　this　reason，　the　Minister　of　Foreign　Affairs　of　the　Japanese　Govern－

ment　Kaorzi　lnoue　considered　his　policy　towft．　rd　1〈orea　with　care，　and

mac　de　up　his　mind　to　nnc　l〈e　every　possible　effort　to　talk　peace　with

China．

　　Unfortunately，　the　Sino－French　wac　r　bro｝〈e　out　in　1884，　and　French

forces　not　only　occupied　the　most　important　seaport　of　the　northern

part　of　Taiwan，　but　entirely　destroyed　the　shipyftc　rd　ae　Ma－wei，　Foo－

chow．　Following　the皿ilitary　defeat，　the　Chinese　Govemment　nearly

lost　confidence　in　her　ability　to　defend　her　sea　fronts，　and　fall　into　a

dangerous　situation　；　needless　to　say，　she　had　not　enough　military　power

t．o　control　1〈orea　too．　fnoue　had　observed　the　changes　in　the　Asia

international　situation　for　a　long　time，　and　now　he　seized　the　favou－

rable　opportunity　to　change　his　peace　．foreign　policy，　abolishing　the

feuda2　relation　between　Korea　and　China．　Following　this，　the　Japanese

ambassador　Tafee20e　in　Seoul　joined　with　the　Progressive　Party　of

（　497　）


